
幕
末
期
長
州
藩
に
お
け
る
民
衆
動
員
と
真
宗
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上

野

大

甫車

【
要
約
】
　
本
稿
の
課
題
は
、
幕
末
期
長
州
藩
に
お
け
る
民
衆
動
員
と
莫
宗
と
の
関
係
に
つ
い
て
究
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
欧
米
勢
力
の
来
航
に
対

す
る
海
防
に
当
た
り
、
人
々
を
国
家
に
服
従
さ
せ
、
進
ん
で
死
に
赴
か
せ
る
こ
と
を
重
視
し
た
村
田
清
風
は
、
そ
の
た
め
に
真
宗
を
利
用
す
る
こ
と
も
試

み
た
。
一
方
、
月
性
糊
仏
法
護
国
論
』
は
、
蓮
如
教
学
の
有
効
性
を
重
視
し
つ
つ
、
国
家
へ
の
服
，
従
と
し
て
の
海
防
に
向
け
門
徒
を
扇
動
し
た
。
文
久
下

問
以
降
、
営
内
で
は
諸
隊
の
編
制
が
進
展
し
、
僧
侶
を
中
心
と
す
る
隊
も
結
成
さ
れ
た
が
、
中
で
も
真
宗
僧
侶
の
活
動
は
顕
著
で
あ
り
、
月
性
門
下
の
僧

侶
も
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
こ
こ
で
は
、
来
世
で
の
極
楽
往
生
と
共
に
、
現
世
で
の
「
皇
国
扁
へ
の
患
誠
を
積
極
的
に
志
向
す
る
と
い
う
、
蓮
如

教
学
的
構
造
を
と
っ
た
思
想
が
、
活
動
の
一
基
盤
を
な
し
た
。
ま
た
、
欧
米
勢
力
や
幕
府
と
の
戦
争
を
通
じ
て
民
衆
動
員
が
進
行
す
る
中
、
真
宗
僧
侶
に

よ
る
支
配
安
定
化
・
軍
事
動
員
の
た
め
の
活
動
も
展
開
し
、
か
く
し
て
真
宗
は
、
藩
に
よ
る
民
衆
動
員
を
促
進
す
る
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
三
巻
三
号
　
二
〇
［
O
年
五
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
幕
末
期
は
、
欧
米
勢
力
の
来
航
と
い
う
「
対
外
的
危
機
」
下
で
の
、
薪
た
な
國
家
統
合
に
向
け
た
諸
勢
力
の
競
合
の
歴
史
過
程
と
み
な
し
得

①る
。
当
該
夏
蔦
治
史
の
研
究
に
お
い
て
は
、
政
治
権
力
と
、
被
支
配
身
分
た
る
民
衆
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
き

た
。
そ
こ
で
は
「
民
心
収
撹
策
」
或
い
は
「
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
観
点
か
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
面
に
踏
み
込
ん
だ
研
究
も
、
長
州
藩
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②

な
ど
を
主
な
対
象
と
し
て
取
り
組
ま
れ
て
き
た
が
、
か
か
る
支
配
の
も
と
で
展
開
し
た
民
衆
動
員
の
実
態
を
め
ぐ
っ
て
は
、
更
に
検
討
を
進
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に
、
こ
の
点
と
関
わ
る
宗
教
者
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
検
討
の
余
地
が
少
な
か
ら
ず
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

究
明
の
進
展
は
、
当
該
期
の
民
衆
に
影
響
を
与
え
た
思
想
を
把
握
す
る
こ
と
に
も
繋
が
る
だ
ろ
う
。

　
勿
論
、
こ
れ
ま
で
の
幕
末
史
研
究
に
お
い
て
も
、
民
衆
と
関
わ
る
思
想
へ
の
論
及
は
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
「
世
直
し
」
や
呪
術
的
信

仰
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
民
俗
学
の
一
部
の
成
果
が
参
照
さ
れ
、
日
本
民
衆
の
宗
教
意
識
と
し
て
一
般
化
が
行

　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

わ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
問
題
視
す
る
の
は
、
当
該
期
の
仏
教
へ
の
論
及
が
、
殆
ど
な
い
点
で
あ
る
。
民
衆
思
想
に
関
し
て
は
、
安
丸
良
夫
ら
に

よ
っ
て
広
範
な
民
衆
を
射
程
に
入
れ
た
研
究
領
域
が
開
拓
さ
れ
た
も
の
の
、
こ
こ
で
は
民
衆
思
想
と
儒
教
・
仏
教
が
対
立
的
に
把
握
さ
れ
が
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
村
上
重
良
以
来
の
「
民
衆
宗
教
」
史
研
究
の
規
定
性
も
強
く
、
そ
の
結
果
、
当
該
期
に
お
い
て
全
体
と
し
て
は
「
聖
衆
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

教
」
以
上
に
民
衆
へ
の
影
響
力
を
有
し
た
近
世
以
来
の
宗
教
、
特
に
仏
教
が
見
落
と
さ
れ
る
こ
と
に
も
繋
が
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
幕
末
史
研

究
に
お
け
る
仏
教
を
欠
落
さ
せ
た
民
衆
思
想
理
解
に
も
、
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
一
方
、
仏
教
史
研
究
に
お
い
て
は
、
最
も
蓄
積
の
あ
る
真
宗
史
を
は
じ
め
と
し
て
、
幕
末
期
の
動
向
を
め
ぐ
っ
て
も
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。

と
は
い
え
、
こ
こ
で
は
天
皇
制
下
で
の
教
団
存
立
に
帰
結
す
る
僧
侶
の
運
動
や
思
想
の
究
明
は
進
ん
だ
も
の
の
、
教
団
史
の
枠
組
に
規
定
さ
れ

た
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
ら
の
事
例
を
幕
末
史
研
究
へ
と
結
節
さ
せ
る
試
み
は
、
あ
ま
り
に
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を

克
服
す
る
上
で
も
、
僧
侶
の
運
動
や
思
想
が
、
民
衆
を
晴
代
へ
如
何
に
巻
き
込
む
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
り
わ
け
政
治
権
力
の
民
衆
動
員
と

如
何
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
究
明
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
性
を
帯
び
て
こ
よ
う
。

　
以
上
を
念
頭
に
置
き
、
本
稿
で
は
、
幕
末
期
の
主
要
な
勢
力
を
構
成
し
た
長
州
藩
に
お
け
る
、
記
号
動
員
と
真
宗
（
以
下
、
金
て
西
本
願
寺

派
）
と
の
関
係
に
注
目
す
る
。
同
藩
で
は
、
真
宗
と
民
衆
と
の
密
接
な
関
係
が
近
世
を
通
じ
て
構
築
さ
れ
、
同
宗
は
藩
内
の
仏
教
諸
派
中
、
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

大
の
勢
力
を
占
め
た
（
［
表
－
］
参
照
）
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
児
玉
識
ら
に
よ
り
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
幕
末
期
の
同
藩
に
お
け
る
真
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

僧
侶
の
政
治
的
動
向
と
そ
の
影
響
力
に
つ
い
て
も
、
児
玉
ら
の
研
究
が
あ
る
。
こ
の
成
果
は
、
本
稿
に
と
っ
て
重
要
な
前
提
と
な
る
。
本
稿
で
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［表1］　長州藩の寺院と檀家（明治3年頃）

宗派　　寺院数　檀家数　檀家数平均　寺院率（％）　檀家率（％）

真宗 654 106327 162．6 44．5 63．2

蕊洞宗 328 23421 7L4 22．3 13．9

浄土宗 184 26673 145．0 12．5 15．8

臨済宗 122 7工59 58．7 8．3 4．3

真言宗 101 2216 21．9 6．9 1．3

黄奨宗 36 592 16．4 2．4 0．4

日蓬宗 25 1866 74．6 1．7 1．1

真言律宗 12 0 0 0．8 0

天台宗 5 0 0 0．3 0

蒔宗 3 79 26．3 0．2 0

言十　　　　　　1470　　　工68333　　　　　　114．5　　　　　　　　99．9　　　　　　　　　100．0

※r旧岩国藩本宋寺号「男蝿帳』『旧山口藩本心寺号明細帳」ぎ旧豊浦清冴ミ藩本末毒日明

　細帳3（山口県文書館「県庁文｛昏」戦前A社寺76－8の1こ記載された寺院とその檀

　家をもとに集計。倶し、「旧岩縁i藩本末寺号明細纐において檀家記載を欠く臨済

　宗1ヵ寺・真宗塔中1ヵ寺、檀家記載のある真宗法名本2件を除外。平均・率の値

　は小数第2位：を四捨五入。なお、旧徳山藩領は含まない。

は
、
児
玉
ら
の
先
行
研
究
の
批
判
的
検
討
も
行
い
つ
つ
、
事
例
研
究
を
更

に
進
展
さ
せ
る
。
そ
の
中
で
、
教
学
史
の
成
果
や
他
の
諸
宗
教
と
の
関
係

も
視
野
に
入
れ
、
後
に
「
勤
王
僧
」
と
称
さ
れ
た
真
宗
僧
侶
の
思
想
構
造

に
踏
み
込
ん
だ
分
析
の
深
化
に
努
め
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
「
勤
王
」
と
阿

弥
陀
如
来
へ
の
帰
依
と
が
、
歴
史
旦
ハ
体
的
な
周
面
に
お
い
て
如
何
な
る
関

係
に
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
も
明
ら
か
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
鮮
明

で
な
か
っ
た
真
宗
の
特
質
を
、
薪
た
に
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

考
え
る
。

　
以
下
、
第
一
章
で
は
、
「
対
外
的
危
機
」
下
に
お
け
る
民
衆
動
員
と
の

関
係
で
真
宗
が
如
何
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
、
当
時
の
有
力
な

思
想
動
向
を
も
と
に
検
討
す
る
。
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
思
想
構
造
の
広
が

り
を
確
認
す
る
た
め
に
も
、
第
二
章
で
は
、
真
宗
僧
侶
の
運
動
と
思
想
に

つ
い
て
、
僧
侶
を
中
心
と
す
る
諸
隊
の
事
例
に
即
し
て
検
証
す
る
。
そ
れ

を
踏
ま
え
第
三
章
で
は
、
戦
時
下
で
の
民
衆
動
員
と
真
宗
と
の
関
係
を
具

体
的
に
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
ら
を
通
じ
て
、
先
述
の
幕
末
史
・
「
民
衆
宗
教
」
史
・
仏
教
史
研
究
な
ど
の
問
題
点
に
も
対
処
し
た
い
。
す
な

わ
ち
、
宗
教
者
の
動
向
を
含
め
た
民
衆
動
員
の
実
態
究
明
、
仏
教
を
欠
落
さ
せ
た
民
衆
思
想
論
と
は
異
な
る
像
の
提
示
、
仏
教
史
（
な
か
ん
ず

く
真
宗
史
）
と
幕
末
史
と
の
架
橋
、
等
を
前
進
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
近
代
移
行
期
に
お
け
る
政
治
権
力
・
民
衆
・
宗
教
の

相
互
関
係
を
追
究
す
る
た
め
の
足
が
か
り
と
も
し
た
い
。
な
お
、
検
討
に
際
し
て
は
、
当
時
の
為
政
者
側
の
姿
勢
や
、
五
内
の
政
治
的
状
況
、

真
宗
以
外
の
諸
宗
教
の
動
向
な
ど
に
つ
い
て
も
適
宜
踏
ま
え
、
そ
の
中
で
真
宗
の
位
置
づ
け
の
明
確
化
を
図
る
こ
と
と
す
る
。
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①
　
安
丸
良
夫
門
一
八
五
〇
…
七
〇
年
代
の
日
本
一
維
新
変
革
」
（
『
岩
波
講
座
日

　
本
通
史
湘
南
一
六
巻
・
近
代
一
、
岩
波
書
店
、
　
九
九
四
年
）
、
宮
地
正
人
「
幕

　
末
維
新
期
の
政
治
過
程
」
（
同
『
幕
末
維
新
期
の
社
会
国
政
治
史
研
究
』
同
前
、

　
一
九
九
九
年
）
他
。

②
近
年
で
は
、
井
上
勝
生
「
尊
撰
・
討
幕
派
の
民
衆
支
配
思
想
の
特
質
」
（
同

　
『
幕
宋
維
新
政
治
史
の
研
究
－
日
本
近
代
国
家
の
生
成
に
つ
い
て
』
塙
書
房
、

　
一
九
九
四
年
。
初
出
　
九
八
二
年
）
、
三
宅
紹
出
旦
噸
幕
末
・
維
新
期
長
州
藩
の
政

　
里
中
造
』
（
校
倉
書
房
、
一
九
九
三
年
）
等
。

③
本
稿
で
「
民
衆
動
員
」
が
含
意
す
る
の
は
、
民
衆
を
支
配
に
服
従
さ
せ
、
軍
事

　
活
動
へ
動
員
す
る
こ
と
で
あ
る
。
当
該
期
の
民
衆
に
着
目
し
た
従
来
の
研
究
が
、

　
政
治
権
力
へ
の
抵
抗
を
可
能
と
し
た
運
動
・
思
想
の
追
究
に
傾
斜
し
て
き
た
こ
と

　
（
こ
の
点
、
久
留
島
浩
門
移
行
期
の
民
衆
運
動
」
〈
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研

　
究
会
編
『
日
本
史
講
座
隔
第
七
巻
・
近
琶
の
解
体
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇

　
五
年
〉
等
を
参
照
）
を
鑑
み
て
も
、
政
治
過
程
の
基
盤
を
な
す
民
衆
動
員
に
つ
き
、

　
併
せ
て
究
明
を
進
展
さ
せ
る
必
要
性
が
指
摘
で
き
よ
う
。

④
例
え
ば
、
井
上
前
掲
門
尊
撰
・
討
幕
派
の
民
衆
支
配
思
想
の
特
質
」
、
田
中
彰

　
『
幕
末
維
新
史
の
研
究
㎞
（
告
川
弘
文
館
、
　
｝
九
九
六
年
）
二
四
六
～
二
五
四
頁
。

⑤
安
丸
良
夫
「
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
思
想
」
（
同
『
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
思

　
相
塗
立
目
木
歯
高
給
、
　
一
九
七
一
二
年
。
初
出
一
九
轟
ハ
五
仁
＋
）
。

第
一
章
　
「
対
外
的
危
機
」
と
真
宗

第
一
節
　
村
圏
清
風
の
海
防
構
想

⑥
村
上
重
良
『
近
代
民
衆
宗
教
史
の
研
究
暁
（
法
蔵
館
、
一
九
五
八
年
）
。

⑦
最
近
で
は
、
宮
崎
ふ
み
子
「
動
乱
の
中
の
信
仰
」
（
井
上
勲
編
『
日
本
の
時
代

　
史
冊
〇
　
開
国
と
幕
末
の
動
乱
㎞
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
）
等
。

⑧
柏
原
祐
泉
「
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
近
代
仏
教
へ
の
胎
動
」
（
同
噸
真
宗
史
仏

　
教
史
の
研
究
皿
　
近
代
楽
曲
平
楽
寺
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
。
初
出
一
九
六
三
年
）
、

　
圭
室
御
成
他
『
日
本
仏
教
史
皿
　
近
世
・
近
代
篇
睡
（
法
蔵
館
、
一
九
穴
七
年
）
。

　
特
に
真
宗
に
つ
い
て
は
、
福
間
光
超
「
幕
末
本
願
寺
教
団
の
護
法
思
想
の
性
格

　
一
近
代
本
願
寺
教
団
形
成
の
思
想
前
提
と
し
て
」
（
同
噸
真
宗
史
の
研
究
睡
永

　
田
文
日
覆
堂
、
　
一
九
九
九
年
。
初
出
～
九
山
ハ
七
年
）
、
本
願
由
守
史
料
研
究
所
帽
伽
噛
本

　
願
寺
史
㎞
第
二
巻
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
宗
務
所
、
一
九
六
八
年
）
第
八
章
、
同

　
第
三
巻
（
同
前
、
一
九
六
九
年
）
第
～
章
。
そ
の
他
の
研
究
も
追
っ
て
注
記
。
な

　
お
、
本
稿
で
は
詳
述
で
き
な
い
が
、
神
仏
分
離
・
廃
仏
殿
釈
に
関
す
る
研
究
の
蓄

　
積
も
あ
る
。

⑨
児
玉
識
鴨
近
世
真
宗
の
展
開
過
程
－
西
日
本
を
中
心
と
し
て
暁
（
吉
川
弘
文

　
館
、
一
九
七
六
年
）
、
同
門
近
世
真
宗
と
地
域
社
会
鍋
（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
五
年
）

　
等
。

⑩
同
「
維
新
期
長
州
藩
真
宗
僧
の
政
治
的
動
向
」
（
同
前
掲
『
近
世
真
宗
の
展
開

　
過
程
撫
）
、
同
「
月
姓
と
真
宗
教
団
」
（
三
坂
圭
治
監
修
魍
電
算
の
先
覚
　
月
性
の

　
研
究
暁
マ
ツ
ノ
書
店
、
一
九
七
九
年
）
。
そ
の
他
の
研
究
に
つ
い
て
は
後
述
。

真
宗
僧
侶
の
動
向
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
、
本
節
で
は
、
嘉
永
・
安
政
年
間
に
お
け
る
村
田
清
風
（
生
没
年
天
明
三
～
安
政
二
年
く
一
七
八
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三
～
｝
八
五
五
〉
）
の
海
防
論
を
主
な
素
材
と
し
て
、
「
対
外
的
危
機
」
下
で
の
政
治
指
導
者
の
民
衆
動
員
構
想
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。

　
清
風
は
、
海
防
を
「
日
本
国
中
幾
億
万
人
不
残
引
受
し
け
る
も
の
と
理
解
し
た
上
で
、
百
姓
・
町
人
・
僧
徒
・
社
人
も
含
め
た
藩
内
の
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ゆ
る
身
分
の
動
員
を
構
想
し
た
。
そ
し
て
、
「
黒
船
一
艘
二
五
百
人
乗
と
積
り
、
百
艘
二
野
五
万
人
な
り
、
御
国
中
の
四
民
、
御
末
家
岩
国
僧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

俗
共
二
百
万
人
は
あ
る
へ
し
、
内
五
十
万
女
子
を
引
、
残
り
五
十
万
人
な
り
、
十
倍
の
人
数
を
以
防
禦
す
る
に
、
量
畏
怖
す
へ
け
ん
哉
」
と
い

う
姿
勢
の
も
と
、
海
防
の
分
業
方
針
を
考
案
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
海
防
と
は
「
夷
秋
」
か
ら
「
神
州
」
を
守
る
こ
と
で
あ
り
、
「
吾
神
国
え
生
れ
て
（
平
出
略
t
筆
者
注
。
以
下
同
）
天
照
太
神
の
御
恩
を
蒙
り

し
者
、
伴
天
連
の
者
の
下
に
た
つ
へ
け
ん
や
、
上
冒
し
て
ハ
（
中
略
、
平
禺
略
）
日
本
神
国
の
御
大
恩
に
報
ひ
、
中
こ
し
て
ハ
（
平
出
略
）
洞
春

公
（
毛
利
元
就
）
以
来
の
御
代
々
様
の
御
恩
沢
に
む
く
ひ
、
下
こ
し
て
土
穿
上
身
も
家
財
も
、
上
の
御
威
光
を
以
家
族
安
全
の
策
を
な
す
べ

④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
照
大
神
を
中
心
と
す
る
国
家
観
が
受
容
さ
れ
、
藩
主
へ
の
奉
公
も
そ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

　
そ
し
て
、
「
平
常
に
仁
義
之
政
、
信
賞
必
罰
を
以
、
四
民
を
黙
認
の
風
へ
駆
り
込
、
（
申
略
）
｛
揮
の
御
采
配
に
て
、
水
火
の
内
え
も
飛
入
る

　
　
　
　
　
　
⑦

様
に
仕
立
置
へ
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
四
民
」
の
生
命
を
守
る
よ
り
も
、
国
家
の
た
め
に
如
何
に
進
ん
で
死
に
赴
か
せ
る
か
と
い
う
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

基
本
的
な
関
心
が
向
け
ら
れ
、
「
仁
義
之
政
」
も
そ
の
た
め
の
手
段
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
清
風
は
、
海
防
の
た
め
に
有
用
な
も
の
を
徹
底
し
て
利
用
し
よ
う
と
す
る
。
「
信
賞
必
罰
」
の
原
則
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
が
、
加
え
て
彼
は

真
宗
門
徒
の
信
仰
に
注
目
し
、
そ
れ
を
警
戒
し
つ
つ
も
、
国
家
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
す
な
わ
ち
、
「
一
向
の
僧
赤
き
旗
を
立
、
下
に
を
れ
く
と
在
々
を
経
廻
し
て
金
銀
を
罷
る
事
あ
り
、
油
断
大
敵
な
り
」
、
ま
た
、
「
い
か
成

五
逆
十
罪
の
悪
人
女
人
た
り
共
、
一
旦
阿
弥
陀
如
来
を
頼
み
奉
る
時
は
、
未
来
永
劫
仏
果
を
得
、
弥
陀
同
体
の
位
と
な
り
、
九
品
蓮
台
に
上
り
、

百
味
の
飲
食
勝
手
次
第
に
食
す
る
と
説
に
よ
り
、
旦
那
寺
へ
は
日
々
参
り
、
御
礼
肩
衣
と
二
物
を
着
し
、
尻
を
立
て
涙
を
流
し
、
阿
弥
陀
如
来

の
前
に
て
御
悦
と
唱
へ
、
（
中
略
）
旦
那
寺
え
は
御
礼
と
て
未
だ
御
年
貢
を
も
収
め
ぬ
前
に
、
小
袋
へ
新
米
を
入
て
持
参
し
、
月
の
十
二
日
に

ハ
、
善
智
識
（
西
本
願
寺
前
門
主
本
旨
）
の
忌
日
と
て
、
十
歳
よ
り
内
の
小
児
も
肉
食
を
せ
す
、
廿
八
日
に
ハ
、
御
祖
師
様
（
親
驚
）
の
御
命
日
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幕末期長州藩における民衆動員と真宗（上野）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

と
て
、
小
児
迄
も
精
進
す
る
事
同
上
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
真
宗
が
民
衆
を
掌
握
す
る
こ
と
で
領
主
支
配
が
切
り
崩
さ
れ
る
こ
と
が
危
惧
さ

れ
て
い
る
。
一
方
で
、
「
土
豪
の
農
家
己
か
富
有
の
中
に
生
長
し
、
や
・
も
す
れ
ハ
書
画
を
玩
ひ
、
乗
馬
撃
剣
好
学
或
ハ
雑
俳
狂
歌
の
道
に
沈

溺
し
、
或
ハ
仏
に
淫
し
俗
人
を
以
よ
ま
（
余
齢
）
内
陣
等
の
一
向
宗
の
室
に
入
り
、
生
産
を
破
る
乱
淫
な
か
ら
す
、
（
中
略
）
早
く
彼
か
処
を
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

し
て
国
家
の
用
に
立
へ
き
事
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
真
宗
信
仰
も
含
め
、
支
配
に
と
っ
て
不
都
合
な
浪
費
に
対
処
し
、
国
家
の
役
に
立
て
る

こ
と
が
課
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
清
風
は
、
「
外
冠
ハ
多
分
伴
天
連
な
れ
ハ
、
一
向
浄
土
の
信
者
と
難
、
剣
付
鉄
砲
を
以
て
威
し
、
金
銀
財
宝
を
与
へ
、
恩
を
き
せ
改
宗
を
責

付
な
は
、
事
六
ヶ
敷
あ
る
へ
し
」
と
し
つ
つ
も
、
「
方
今
の
～
向
門
徒
の
土
民
等
宗
旨
を
信
仰
し
、
死
す
る
事
を
御
迎
へ
取
り
、
又
ハ
御
目
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

度
御
成
な
さ
れ
た
と
、
悔
に
来
室
も
云
ふ
か
如
く
、
御
国
恩
御
器
沢
を
あ
り
が
た
く
思
」
わ
せ
る
こ
と
を
、
目
標
の
一
つ
と
し
た
。
こ
の
点
と

関
わ
り
注
目
さ
れ
る
の
は
、
真
宗
僧
侶
の
玄
冬
（
後
述
）
に
宛
て
た
「
贈
言
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
御
文
章
の
第
～
条
の
心
を
以
愚
夫
頑

婦
を
さ
と
し
、
五
常
を
以
本
堂
の
柱
と
な
し
、
豊
年
神
仏
は
善
に
移
し
、
淫
に
禍
ひ
す
る
古
今
の
例
を
引
玉
ひ
（
平
出
略
）
国
家
の
治
教
を
た

す
け
玉
へ
か
し
、
さ
候
は
は
王
法
仏
法
倶
に
栄
ゆ
る
の
平
な
る
へ
し
、
（
中
略
）
蒙
か
説
に
は
敬
而
守
国
家
之
法
則
浄
土
、
も
し
こ
れ
に
そ
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

く
時
は
剣
山
、
慎
而
従
祖
父
之
訓
と
き
は
極
楽
、
も
し
こ
れ
に
違
ふ
時
は
餓
鬼
と
悟
す
な
り
」
と
あ
り
、
国
家
や
儒
教
的
道
徳
な
ど
へ
の
服
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

を
、
極
楽
往
生
の
要
件
と
し
て
真
宗
教
義
、
特
に
蓮
如
教
学
へ
組
み
込
ん
で
、
教
化
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

　
清
風
の
著
作
か
ら
は
、
異
国
船
来
航
舞
「
対
外
的
危
機
」
や
国
学
的
知
識
を
受
け
て
の
、
天
照
大
神
－
天
皇
の
系
譜
を
軸
と
し
た
国
家
1
1

「
神
国
」
意
識
の
高
揚
、
そ
し
て
海
防
動
員
に
当
た
り
人
々
を
圏
家
の
た
め
に
進
ん
で
死
ぬ
よ
う
に
仕
向
け
よ
う
と
す
る
作
為
と
を
読
み
取
り

得
る
。
清
風
の
海
防
論
自
体
は
、
最
終
的
に
は
「
開
国
和
親
」
と
「
文
明
開
化
」
に
よ
り
挫
折
す
る
と
は
い
え
、
価
値
実
体
と
し
て
の
園
家
の

存
続
・
発
展
を
目
的
と
し
て
、
実
利
的
な
戦
略
を
展
開
し
て
ゆ
く
指
導
層
の
姿
は
、
以
後
の
政
治
過
程
を
検
証
す
る
上
で
も
軽
視
で
き
な
い
と

考
え
る
。
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第
二
節
　
『
仏
法
護
国
論
』
の
思
想
構
造

　
村
田
清
風
は
民
衆
動
員
を
構
想
す
る
中
で
真
宗
に
も
注
目
し
た
が
、
真
宗
僧
侶
の
姿
勢
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
本
節
で
は
、
妙
円
寺
（
大
島

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

宰
最
遠
碕
村
、
真
宗
）
月
性
（
生
没
年
文
化
一
四
一
安
政
五
年
亀
入
一
七
～
五
八
〉
）
が
安
政
三
年
一
〇
月
に
西
本
願
寺
へ
提
出
し
た
『
護
法
意
見
封

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

事
』
を
改
編
の
う
え
同
寺
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
仏
法
護
国
論
』
（
『
護
国
猛
勉
と
も
。
刊
年
不
詳
）
を
取
り
上
げ
る
。
月
回
は
、
清
風
と
も
交
流
が

あ
り
、
西
本
願
寺
と
「
志
士
」
と
の
間
に
位
置
し
た
代
表
的
な
僧
侶
の
一
人
で
あ
る
。
『
仏
法
護
国
論
点
は
、
末
寺
に
頒
布
さ
れ
て
法
談
に
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

用
さ
れ
、
西
本
願
寺
教
団
や
長
州
藩
支
配
層
に
も
少
な
か
ら
ざ
る
影
響
を
与
え
た
書
物
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
り
　
　
　
　
　
ま
た
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
ま
ず
、
「
仏
法
無
上
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
独
立
ス
ル
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
、
国
存
ス
ル
ニ
因
テ
、
法
モ
亦
建
立
ス
ル
ナ
リ
」
と
い
う
よ
う
に
、
同
書
は
、

国
家
が
あ
っ
て
こ
そ
仏
法
も
存
立
し
得
る
と
の
見
地
に
立
つ
。
そ
し
て
、
国
家
を
門
夷
秋
」
よ
り
護
る
方
策
を
論
じ
る
中
で
、
「
仏
法
」
の
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
い

割
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
国
家
は
、
国
学
的
知
識
を
も
と
に
「
皇
国
」
と
し
て
示
さ
れ
、
「
モ
シ
、
天
皇
単
二
敵
ス
ル
心
ナ
キ
ト
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
わ
ち
い
て
き
⑳

ハ
、
此
皇
国
ノ
人
民
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
、
則
外
国
ノ
人
ナ
リ
。
貸
手
ノ
民
ナ
リ
。
墨
魯
英
仏
ノ
奴
隷
ナ
リ
。
」
と
、
天
皇
を
悩
ま
す
「
夷
秋
」
に

立
ち
向
か
わ
な
い
な
ら
ば
「
皇
国
ノ
人
民
」
で
な
い
と
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
同
書
に
よ
れ
ば
、
「
夷
人
」
は
「
教
」
と
「
戦
」
の
「
二
術
」
を
も
っ
て
「
国
ヲ
取
」
る
が
、
「
教
」
を
も
っ
て
「
ソ
ノ
国
ノ
人
心
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

取
」
る
「
術
」
（
「
厚
利
モ
ツ
テ
コ
レ
ニ
嘱
ハ
シ
メ
、
西
教
モ
ツ
テ
コ
レ
ヲ
盤
」
す
）
は
「
キ
ハ
メ
テ
機
巧
」
で
あ
る
と
し
て
特
に
警
戒
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た

そ
し
て
、
「
カ
レ
既
二
人
ノ
国
ヲ
平
面
、
教
ト
戦
ト
ノ
ニ
ヲ
以
テ
ス
レ
バ
、
我
ノ
彼
ヲ
防
グ
モ
、
亦
教
ト
戦
ト
ヲ
以
テ
セ
ズ
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ

　
　
　
⑫

ザ
ル
ナ
リ
」
と
し
て
、
「
教
」
と
「
戦
」
に
よ
る
防
御
の
必
要
が
提
起
さ
れ
る
。
中
で
も
「
教
ヲ
以
テ
教
ヲ
防
グ
扁
こ
と
が
最
も
緊
急
を
要
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

る
課
題
と
さ
れ
、
「
ソ
ノ
責
二
任
ズ
ル
モ
ノ
」
と
し
て
「
八
宗
ノ
憎
侶
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
「
教
」
に
よ
っ
て
民
衆
を
掌
握
し
「
夷

秋
」
に
対
抗
す
る
必
要
性
を
論
じ
る
中
で
、
憎
侶
の
存
在
意
義
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
但
し
、
『
仏
法
護
国
論
』
は
仏
法
全
般
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
以
下
に
み
る
よ
う
に
、
同
書
の
論
じ
る
「
仏
法
」
と
は
、
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幕末期長州藩における民衆動員と真宗（上野）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

蓮
如
教
学
を
意
味
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
た
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
か

　
今
ノ
護
法
ハ
、
唯
法
ヲ
以
テ
国
ヲ
護
ス
ル
ニ
ア
ル
ノ
ミ
。
法
ヲ
以
テ
国
ヲ
護
ス
レ
バ
教
ヲ
ヨ
ク
セ
ズ
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
教
ヲ
ヨ
ク
ス
ル
ハ
他
ナ
シ
、
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
い
う

　
心
ヲ
維
持
シ
、
士
気
ヲ
振
興
ス
ル
ニ
ア
リ
。
民
心
維
持
ス
レ
バ
、
以
テ
国
ヲ
護
ル
ベ
シ
。
士
気
振
興
ス
レ
バ
、
以
テ
夷
ヲ
擾
フ
ベ
シ
。
云
、
強
力
教
ヲ
ヨ
ク

　
　
　
　
い
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
わ
く

　
ス
ル
。
日
ク
、
門
徒
ヲ
教
化
ス
ル
ニ
専
ラ
中
興
法
主
（
蓮
如
）
作
ル
ト
コ
ロ
ノ
掟
ノ
文
（
御
文
章
）
二
根
拠
シ
、
ハ
ジ
メ
他
力
ノ
信
心
ノ
旨
ヲ
述
シ
テ
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
じ
ら

　
　
（
中
略
）
此
信
ス
ナ
ハ
チ
衆
生
往
生
ノ
正
因
、
凡
夫
成
仏
ノ
浄
業
ナ
ル
ガ
ユ
エ
ニ
、
汝
椚
ヨ
ク
聴
聞
シ
、
内
心
一
一
深
蔵
ス
ル
モ
ノ
、
後
生
ハ
浄
土
二
生
ヲ
得
、

　
　
　
　
　
　
　
さ
と
　
　
　
　
　
　
　
も
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
　
　
　
　
　
　
　
　
な
お

　
無
上
ノ
極
果
ヲ
証
ル
コ
ト
、
固
ヨ
リ
論
ヲ
マ
タ
ズ
。
ソ
ノ
現
世
ニ
ア
ル
モ
亦
一
心
堅
固
、
猶
金
剛
ノ
ゴ
ト
ク
シ
カ
リ
。
天
下
血
栓
ヨ
ク
コ
レ
ヲ
惑
ハ
シ
、
コ

　
レ
ニ
敵
ス
ル
モ
ノ
ア
ラ
ン
ヤ
。
塩
類
守
護
地
頭
方
ニ
ム
キ
テ
モ
、
ワ
レ
ハ
信
心
ヲ
得
タ
リ
ト
イ
ヒ
テ
、
疎
略
ノ
義
ナ
ク
、
イ
ヨ
ー
公
事
ヲ
マ
タ
ク
ス
ベ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
も
モ
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ

　
　
（
中
略
）
孟
宗
ノ
門
徒
コ
ノ
信
心
ヲ
キ
・
エ
、
イ
ハ
ユ
ル
現
当
二
世
ノ
果
報
ヲ
ウ
ル
モ
ノ
仏
祖
済
度
ノ
功
二
丁
ル
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
抑
マ
タ
国
王
・
大
臣
外

　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た

　
護
ノ
カ
ナ
リ
。
コ
レ
ラ
未
ダ
信
ゼ
ザ
ル
人
称
比
ス
ル
ニ
、
其
恩
ノ
大
小
軽
重
、
弁
ズ
ル
ヲ
待
ズ
シ
テ
シ
ル
ベ
シ
。
法
主
ノ
イ
ヨ
く
公
事
ヲ
マ
タ
ク
ス
ベ
シ

　
　
い
う

　
ト
日
モ
ノ
ハ
、
コ
レ
が
為
ノ
故
ナ
リ
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
中
興
法
・
王
作
ル
ト
コ
ロ
ノ
掟
ノ
文
」
1
1
蓮
如
御
文
章
こ
そ
が
「
教
ヲ
ヨ
ク
ス
ル
」
も
の
で
あ
り
、
民
衆
を
服
従
さ
せ
国
を

護
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
真
宗
信
仰
の
恩
恵
を
得
ら
れ
る
の
は
「
国
王
・
大
臣
外
護
ノ
カ
」
に
も
よ
っ
て
い
る
の

だ
と
い
う
論
理
が
、
真
宗
信
仰
と
国
家
へ
の
服
従
と
を
繋
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
国
を
護
る
こ
と
こ
そ
が
、

仏
法
を
護
る
こ
と
で
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
じ
ら

　
以
後
に
連
な
る
文
は
、
「
汝
椚
」
と
門
徒
に
呼
び
か
け
る
説
教
的
な
形
式
を
取
り
つ
つ
、
「
今
日
公
事
ノ
最
大
ニ
シ
テ
汝
椚
疎
略
ナ
ク
マ
タ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
な
ん
じ
ら
　
　
　
　
　
　
す
す
む
　
　
　
　
　
　
　
　
た
り
き
し
ん
じ
ん

ス
ベ
キ
モ
ノ
ハ
、
海
防
ヨ
リ
急
ナ
ル
ハ
ナ
シ
」
、
「
汝
個
サ
キ
口
早
ル
ト
コ
ロ
他
力
信
心
ヲ
子
持
ス
ル
ヲ
急
務
ト
セ
ヨ
。
コ
ノ
信
心
ハ
ス
ナ
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
た

チ
仏
願
他
力
ノ
　
心
寄
シ
テ
、
億
万
離
心
ニ
ハ
ア
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
ソ
ノ
堅
固
ナ
ル
コ
ト
、
猶
金
剛
ノ
如
シ
。
ス
ナ
ハ
チ
百
万
ノ
夷
狭
一
時
安
来

　
せ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

リ
迫
り
、
百
方
二
読
誘
ス
ル
ト
モ
、
ソ
レ
ハ
タ
コ
レ
ヲ
如
何
セ
ン
ヤ
。
」
と
述
べ
る
。
「
対
外
的
危
機
」
下
に
お
い
て
、
現
世
で
務
め
る
べ
き
第

～
の
公
事
が
海
防
と
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。
門
徒
で
あ
る
民
衆
が
必
ず
し
も
戦
闘
員
と
さ
れ
て
い
な
い
点
を
踏
ま
え
る
べ
き
で
は
あ
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み

る
も
の
の
、
か
か
る
文
言
は
、
前
節
で
確
認
し
た
清
風
の
議
論
に
も
呼
応
す
る
内
容
と
い
え
る
。
特
に
、
「
死
生
ノ
大
事
疏
通
ナ
ク
死
ヲ
視
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

コ
ト
帰
ス
ル
ガ
ゴ
ト
キ
ハ
、
固
ヨ
リ
仏
者
ノ
常
ニ
シ
テ
、
雪
上
信
者
ノ
モ
ツ
ト
モ
長
ズ
ル
所
ナ
リ
。
」
と
い
う
・
王
張
に
至
っ
て
は
、
正
に
民
衆

を
死
に
赴
か
せ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
、
清
風
が
期
待
し
た
通
り
の
内
容
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ん
じ
ょ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
し
ろ

　
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
蓮
如
教
学
を
基
盤
と
し
て
い
る
。
「
已
下
ノ
上
灘
タ
フ
レ
イ
タ
ヅ
ラ
ニ
草
木
ト
共
二
朽
ハ
テ
ン
ヨ
リ
、
寧
銃
丸
矢

　
　
　
　
た
お
　
　
い
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
が
や
　
　
　
し
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
　
⑳

石
ノ
下
二
激
死
レ
、
生
テ
勤
王
ノ
忠
臣
ト
ナ
リ
、
名
ヲ
千
歳
ノ
後
二
曜
カ
シ
、
死
テ
往
生
成
仏
シ
、
寿
ヲ
無
量
ノ
永
キ
ニ
タ
モ
ツ
二
王
ン
ヤ
」

と
あ
る
よ
う
に
、
「
来
世
の
極
楽
往
生
」
と
「
現
世
の
王
法
為
本
」
の
基
本
的
構
造
に
よ
り
つ
つ
、
現
世
で
の
「
皇
国
」
へ
の
忠
誠
が
求
め
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
る
の
で
あ
る
。
や
や
敷
彷
す
れ
ば
、
国
家
は
「
天
照
大
神
i
天
皇
」
の
系
譜
を
中
心
に
据
え
た
「
皇
国
」
と
し
て
自
覚
さ
れ
、
一
方
、
来
世

で
の
極
楽
往
生
を
叶
え
る
阿
弥
陀
如
来
と
、
そ
の
教
え
を
伝
え
た
歴
代
法
主
の
系
譜
で
あ
る
「
阿
弥
陀
如
来
一
法
主
」
へ
の
帰
依
が
説
か
れ
る
。

そ
れ
に
よ
り
、
「
天
照
大
神
－
天
皇
」
へ
の
服
従
と
い
う
「
現
世
し
的
領
域
と
、
「
阿
弥
陀
如
来
－
法
主
」
へ
の
帰
依
と
い
う
「
来
世
」
的
領
域

と
が
並
立
す
る
思
想
構
造
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
阿
弥
陀
如
来
に
帰
依
す
る
真
宗
僧
侶
が
、
同
時
に
「
勤
王
僧
」
で
も
あ
り
得
た
所
以
で

あ
る
。
『
仏
法
護
国
論
』
は
、
蓮
如
教
学
を
基
礎
と
す
る
勤
王
思
想
を
示
し
て
い
た
。

　
隷
書
に
み
る
真
宗
の
立
場
は
、
近
世
後
期
以
降
の
「
皇
圏
」
崇
拝
の
優
勢
化
や
、
「
邪
教
」
を
用
い
る
「
夷
秋
」
の
侵
入
な
ど
へ
の
教
団
的

対
応
を
迫
ら
れ
る
中
で
、
内
部
的
葛
藤
を
経
つ
つ
も
、
自
ら
の
政
治
的
有
用
性
を
示
そ
う
と
積
極
的
に
打
ち
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
る
。
仏
法
護
持
と
尊
王
擾
夷
の
合
～
的
志
向
は
、
同
時
期
の
僧
侶
の
護
法
論
に
広
く
み
ら
れ
る
特
色
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
『
仏
法

護
国
論
』
は
、
蓮
如
教
学
に
よ
る
護
国
の
正
統
性
と
有
効
性
、
そ
し
て
護
国
を
通
じ
た
護
法
を
主
張
す
る
、
真
宗
の
立
場
か
ら
の
護
国
護
法
論

で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
ぜ
ん

　
同
書
に
は
、
「
天
下
ノ
僧
侶
コ
ノ
説
ヲ
持
シ
テ
海
内
ヲ
化
導
セ
バ
、
ス
ナ
ハ
チ
天
下
ノ
門
徒
信
心
ノ
行
者
靡
然
ト
シ
テ
風
動
シ
、
億
万
一
心
、

て
き
が
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

敵
漁
ノ
誠
ヲ
生
ジ
、
大
挙
シ
テ
勤
王
ノ
義
二
赴
ク
モ
カ
タ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
」
と
あ
る
が
、
月
性
自
身
、
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
一
〇
月
に

上
関
宰
判
伊
保
庄
阿
月
の
真
宗
円
覚
寺
で
「
外
冠
防
禦
」
の
講
演
を
行
っ
て
以
降
、
安
政
三
年
の
『
護
法
意
見
封
事
』
執
筆
を
は
さ
み
、
同
五

38　（398）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

年
五
月
に
死
去
す
る
前
月
ま
で
、
自
坊
を
含
む
五
内
一
三
ヶ
所
で
講
莚
活
動
を
行
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
毛
利
平
茸
の

妻
清
光
院
の
菩
提
寺
で
長
州
藩
真
宗
寺
院
の
惣
録
で
あ
る
萩
の
真
宗
清
光
寺
、
上
関
宰
判
下
田
布
施
村
の
真
宗
円
龍
寺
な
ど
、
次
章
で
み
る
よ

う
に
、
後
に
僧
兵
隊
の
結
成
拠
点
と
な
っ
た
寺
院
も
含
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
、
月
性
は
私
塾
の
時
習
館
（
清
狂
草
堂
）
を
開
設
し
、
嘉
永
元
年

四
月
以
前
よ
り
授
業
を
行
っ
て
い
る
。
時
習
館
は
、
月
性
が
西
本
願
寺
門
主
広
如
の
命
で
安
政
三
年
八
月
か
ら
翌
年
七
月
ま
で
上
洛
し
た
問
の

中
断
を
は
さ
ん
で
、
月
性
が
死
去
す
る
ま
で
存
続
し
、
塾
生
に
は
、
次
章
以
降
で
み
る
芥
川
義
天
・
大
洲
鉄
然
・
大
谷
周
乗
・
金
山
仏
乗
・
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

村
探
道
・
三
国
貫
嶺
・
和
真
道
ら
も
含
め
、
後
に
憎
兵
隊
結
成
に
関
わ
っ
た
真
宗
僧
侶
も
多
く
い
た
。

幕末期長州藩における民衆動員と真宗（上野）

①
　
　
魍
随
身
談
藤
所
収
「
少
壮
之
御
面
々
え
御
漏
し
書
偏
（
嘉
永
三
年
〈
一
八
五
〇
〉
。

　
『
村
田
清
風
全
集
睡
上
巻
〈
山
口
県
教
育
会
編
纂
・
発
行
、
～
九
六
一
年
〉
三
四

　
四
頁
。
以
下
、
頁
数
は
同
書
）
。

②
『
御
国
御
手
当
惣
論
』
（
安
政
元
年
。
四
三
七
頁
）
。
な
お
、
魍
病
田
宇
波
言
』

　
（
嘉
永
五
年
。
三
六
五
頁
）
、
『
長
夜
の
寝
言
臨
（
同
六
年
Q
三
九
六
頁
）
、
『
遼
東

　
の
以
農
古
』
（
同
年
。
四
〇
一
二
頁
）
、
騨
甲
寅
野
芹
輪
（
安
政
元
年
。
四
二
三
頁
）
、

　
『
海
防
糸
口
㎏
（
同
年
。
四
五
三
・
四
七
〇
頁
）
等
に
も
類
似
の
表
現
あ
り
。

③
『
随
身
談
隔
所
収
「
海
冠
防
禦
野
論
」
（
年
不
詳
。
三
四
五
頁
）
他
。

④
噸
甲
寅
野
芹
』
（
四
；
二
頁
）
。
な
お
、
門
遼
東
の
以
農
古
撫
（
四
Ω
二
頁
）
、
『
御

　
爾
御
手
当
課
論
協
（
四
三
八
頁
）
に
も
同
様
の
記
事
あ
り
。

⑤
こ
の
よ
う
な
国
家
観
は
、
会
沢
正
志
斎
の
噛
新
論
隔
等
に
代
表
さ
れ
る
水
戸
学

　
の
影
響
を
受
け
つ
つ
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
浅
田
雅
直
「
村
国
清
風

　
に
お
け
る
民
衆
支
配
思
想
の
展
開
一
普
遍
的
思
想
か
ら
『
術
』
的
思
想
へ
の
転

　
回
」
（
『
山
口
県
地
方
史
研
究
幽
寂
〇
、
　
一
九
八
一
二
年
）
五
〇
一
五
四
頁
を
参
照
。

⑥
但
し
、
幕
府
の
支
配
も
重
視
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
『
甲
寅
野
芹
蝕
（
四
㎝
＝

　
一
四
二
一
一
頁
）
や
『
海
防
糸
目
匝
（
四
六
七
頁
）
等
で
は
、
国
府
よ
り
藩
主
が
防

　
御
を
命
じ
ら
れ
た
浦
賀
を
、
第
一
の
要
地
と
し
て
い
る
。

⑦
『
漁
翁
寝
言
嚇
（
嘉
永
五
年
。
三
八
九
頁
）
。
『
随
身
談
㎞
所
収
門
海
冠
防
禦
野

　
論
」
（
三
四
五
頁
）
、
『
病
翁
宇
波
魯
』
（
三
六
五
頁
）
等
に
も
類
似
の
表
現
あ
り
。

⑧
『
遼
東
の
以
農
古
』
に
あ
る
「
有
事
の
士
卒
ハ
生
て
手
柄
を
致
し
た
る
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
其
子
其
孫
ハ
賞
を
陪
す
へ
し
、
是
士
卒
の
気
を
活
溌
す
る
【
術
な
り
」
（
四
〇

　
四
頁
）
、
或
い
は
『
海
防
糸
口
』
の
「
致
死
を
決
し
、
大
恩
に
報
ず
る
の
時
な
り
、

　
上
二
も
王
事
を
知
給
ひ
、
義
甲
死
す
る
者
の
跡
圏
ハ
、
無
相
違
仰
渡
さ
れ
、
生
而

　
手
柄
を
な
し
た
る
者
よ
り
ハ
、
其
子
雪
颪
へ
倍
の
御
恩
賞
も
贈
る
べ
き
な
り
、

　
後
々
人
を
死
地
に
駆
込
｝
術
な
り
」
（
圏
六
三
頁
）
と
い
う
記
述
も
、
そ
れ
を
如

　
実
に
示
し
て
い
る
。

⑨
欄
遼
東
の
以
農
古
記
（
四
〇
五
頁
）
。

⑩
蝿
海
防
糸
口
嚇
（
四
五
五
～
四
五
六
頁
）
。
親
鶯
や
本
願
寺
門
主
の
忌
日
に
お
け

　
る
精
進
の
定
着
に
つ
い
て
は
、
欄
遼
東
の
以
農
古
暁
（
四
〇
六
買
）
や
『
清
土
談
㎏

　
（
嘉
永
三
年
Q
三
五
五
一
三
五
六
頁
）
で
も
雷
撃
さ
れ
て
い
る
。

⑪
『
随
身
談
嚇
所
収
門
海
惣
防
禦
野
論
」
（
三
四
六
頁
）
。

⑫
魍
海
防
糸
口
』
（
四
五
三
・
四
五
七
頁
）
。

⑬
『
村
田
清
風
全
集
撫
下
巻
（
山
口
県
教
育
会
編
纂
発
行
、
～
九
六
三
年
）
一
〇

　
三
頁
。
同
様
の
こ
と
は
『
長
夜
の
寝
言
匝
（
『
村
餓
清
風
全
集
隔
上
巻
三
九
七
頁
）

　
に
お
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑭
同
教
学
は
、
御
文
章
に
代
表
さ
れ
る
霊
知
の
教
説
を
根
拠
と
す
る
教
義
解
釈
で
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あ
る
。
近
世
真
宗
教
団
の
教
義
は
、
始
期
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
蓮
如
教
学

　
を
中
心
と
し
た
。
本
稿
で
は
、
同
教
学
に
内
包
さ
れ
た
、
来
世
に
お
け
る
極
楽
往

　
生
と
現
世
に
お
け
る
王
法
為
本
（
統
治
者
の
法
令
へ
の
服
従
）
と
い
う
基
本
的
構

　
造
に
留
意
し
、
検
討
を
行
う
。

⑮
児
玉
前
掲
「
維
新
期
長
州
藩
真
宗
僧
の
政
治
的
動
向
扁
二
七
八
一
二
七
九
頁
や

　
同
前
掲
「
陰
性
と
真
宗
教
団
」
八
七
頁
で
は
、
清
風
の
姿
勢
が
晩
年
に
至
っ
て
変

　
わ
り
、
真
宗
に
接
近
し
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
児
玉
は
引
用
し
て
い
な
い
が
、

　
清
風
が
国
家
や
儒
教
的
道
徳
へ
の
服
従
に
よ
り
極
楽
往
生
す
る
と
い
う
教
説
を
提

　
案
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
国
家
の
た
め
に
利
用
す
べ
く
真
宗
の
教
説
の
改
変

　
ま
で
も
視
野
に
入
れ
た
、
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
「
清
風
が

　
晩
年
に
達
し
た
考
え
が
そ
の
ま
ま
「
仏
法
護
国
論
縣
の
中
で
展
開
さ
れ
て
い
る
」

　
（
同
前
掲
「
荒
戸
期
長
州
藩
真
宗
僧
の
政
治
的
動
向
」
二
八
一
頁
）
と
も
い
え
な

　
く
な
る
。
聖
節
で
確
認
す
る
よ
う
に
、
月
性
『
仏
法
護
国
論
』
で
は
御
文
章
に
即

　
し
て
「
他
力
」
が
強
調
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

⑯
月
性
に
つ
い
て
は
、
王
坂
監
修
前
掲
『
維
新
の
先
覚
月
性
の
研
究
』
、
大
畠

　
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
大
畠
町
史
駄
（
大
畠
町
、
一
九
九
二
年
置
二
九
四
～
三
二

　
九
頁
他
）
、
海
原
徹
『
月
性
輪
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
審
房
、
二
〇
〇
五
年
）
等
の
著
作
が

　
あ
る
。

⑰
以
下
で
は
、
安
丸
良
夫
・
宮
地
正
人
校
注
『
田
本
近
代
思
想
大
系
五
宗
教
と

　
国
家
臨
（
岩
波
書
店
、
｝
九
八
八
年
）
所
収
の
『
仏
法
護
国
論
輪
に
依
拠
し
、
引

　
用
に
際
し
て
は
【
部
常
用
漢
字
に
改
め
る
。
な
お
、
『
仏
法
護
国
論
無
成
立
の
経

　
緯
や
同
書
の
教
団
史
上
の
三
囲
に
つ
い
て
は
、
柏
原
前
掲
「
幕
末
維
新
期
に
お
け

　
る
近
代
仏
教
へ
の
胎
動
駄
、
同
「
近
世
の
護
法
思
想
と
庶
罠
教
化
漏
（
同
『
真
宗
史

　
仏
教
史
の
研
究
H
　
近
世
篇
転
平
楽
寺
書
店
、
一
九
九
六
年
。
初
出
一
九
七
三

　
年
）
、
福
間
前
掲
「
幕
宋
本
願
寺
教
団
の
護
法
思
想
の
性
絡
」
、
海
原
前
掲
『
月

　
性
』
二
一
一
一
二
二
九
頁
、
岩
田
真
美
「
真
宗
排
鐙
革
に
関
す
る
～
考
察
－
超

　
然
と
月
性
を
中
心
と
し
て
」
（
『
龍
谷
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
幅
三
〇
、
二

　
〇
〇
八
年
）
等
を
参
照
。

⑱
松
下
村
塾
で
の
同
書
出
版
の
試
み
も
あ
っ
た
。
蔵
本
朋
依
「
松
下
村
塾
の
出
版

　
活
動
」
（
『
国
語
国
文
㎏
七
〇
1
一
二
、
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究

　
室
、
二
〇
〇
一
年
〉
三
六
～
三
八
頁
を
参
照
。

⑲
噸
日
本
近
代
思
想
大
系
五
宗
教
と
国
家
雲
＝
五
頁
。

⑳
同
｝
三
〇
頁
。

⑳
　
同
二
一
六
一
二
一
七
頁
。

⑫
　
同
二
～
八
頁
。

（
⑳
同
｝
＝
八
～
二
一
九
頁
。
こ
こ
で
の
「
八
宗
」
は
、
い
わ
ゆ
る
顕
密
八
宗
に
限

　
諒
し
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
宗
派
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑳
同
二
一
九
－
三
〇
頁
。

㊧
　
二
二
〇
頁
。

⑱
⑳
⑳
）
同
二
二
二
頁
。

⑳
同
二
一
六
頁
を
参
照
。

⑳
柏
原
前
掲
注
⑰
著
書
等
。

⑳
　
　
『
日
本
近
代
思
想
大
系
五
　
宗
教
と
国
家
磨
三
二
頁
。

⑫
　
海
原
微
「
教
育
者
と
し
て
の
雌
性
」
（
三
坂
監
修
前
掲
『
維
新
の
先
覚
　
月
性

　
の
研
究
睡
）
｝
四
八
一
一
六
一
頁
、
同
前
掲
『
月
性
』
　
一
五
九
～
一
七
二
頁
他
。

⑳
　
同
前
掲
門
教
育
者
と
し
て
の
月
性
」
一
一
六
一
＝
二
八
・
一
六
二
～
～
六
九
頁
、

　
同
前
掲
『
月
性
㎞
一
七
八
～
一
八
七
頁
他
。
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第
二
章
　
軍
事
動
員
と
僧
侶

第
一
節
　
僧
侶
を
中
心
と
す
る
諸
隊
の
結
成
状
況

幕末期長州藩における民衆動員と真宗（上野）

　
欧
米
勢
力
に
対
す
る
海
防
に
当
た
り
、
長
州
藩
に
お
い
て
も
、
地
域
の
軍
事
拠
点
の
　
角
と
し
て
寺
院
が
利
用
さ
れ
、
ま
た
、
兵
器
製
造
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

た
め
の
梵
鐘
・
仏
器
の
献
納
や
、
寺
院
に
よ
る
そ
の
他
の
金
品
の
献
納
が
推
進
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
対
欧
米
勢
力
の
た
め
の
同
藩
の
軍
事

動
員
は
、
そ
の
後
、
幕
府
と
の
戦
争
を
遂
行
す
る
た
め
の
も
の
へ
と
転
換
し
て
ゆ
く
。
以
下
で
は
、
か
か
る
軍
事
動
員
の
も
と
で
の
、
僧
侶
の

動
向
と
そ
の
思
想
的
基
盤
に
つ
い
て
、
僧
侶
を
中
心
と
す
る
諸
隊
の
事
例
を
も
と
に
検
討
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
。
こ
の
事
例
は
、
僧
侶
と
し
て

の
立
場
を
窺
う
上
で
有
効
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
前
章
第
二
節
で
み
た
思
想
構
造
の
広
が
り
如
何
を
検
証
す
る
狙
い
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
長
州
藩
で
は
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
以
降
に
諸
隊
の
編
制
が
本
格
化
し
、
藩
に
よ
り
社
人
・
僧
侶
・
医
師
ら
の
軍
事
調
練
も
奨
励
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

こ
う
し
た
中
、
僧
侶
を
中
心
と
す
る
隊
の
結
成
も
全
藩
的
に
み
ら
れ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
『
長
州
藩
諸
隊
｝
覧
』
を
は
じ
め
と
す
る
文
献
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

も
と
に
整
理
す
る
と
、
［
表
2
］
の
よ
う
に
な
る
。

　
同
表
に
お
い
て
、
推
定
し
た
も
の
も
含
め
宗
派
の
確
認
で
き
る
も
の
に
参
れ
ば
、
天
台
宗
（
6
番
）
・
曹
洞
宗
（
7
・
1
1
番
）
・
黄
志
摩
（
2
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

番
）
・
臨
済
宗
（
2
2
番
）
の
計
五
隊
以
外
の
八
隊
は
、
真
宗
僧
侶
で
占
め
ら
れ
る
か
、
或
い
は
そ
れ
を
主
力
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
本

稿
で
は
必
ず
し
も
詳
述
で
き
な
い
が
、
①
こ
れ
ら
各
隊
の
人
数
・
構
成
・
活
動
内
容
、
②
僧
侶
を
中
心
と
し
な
い
隊
に
真
宗
以
外
の
僧
侶
ば
か

り
が
集
中
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
点
、
な
ど
を
勘
案
す
る
と
、
真
宗
僧
侶
の
隊
結
成
や
入
隊
が
顕
著
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
真
宗
以
外
で
は
、
防
長
に
お
け
る
曹
洞
宗
の
拠
点
的
寺
院
で
あ
る
禅
昌
寺
（
山
亭
宰
判
小
鯖
村
）
・
泰
斗
寺
（
前
大
津
宰
判
子
川
村
）
や
、
毛
利

氏
の
菩
提
寺
で
あ
る
瑞
応
寺
（
大
照
院
。
当
盤
宰
判
椿
郷
西
分
村
、
臨
済
宗
）
・
東
光
寺
（
同
宰
寒
椿
栗
東
分
村
、
黄
奨
宗
）
、
大
内
氏
の
氏
寺
で
あ
っ

た
興
隆
寺
（
山
口
宰
絶
塵
堀
村
、
天
台
宗
）
等
、
い
ず
れ
も
大
寺
院
で
の
活
動
が
目
立
ち
、
同
一
宗
派
で
の
地
域
的
結
集
は
顕
著
で
は
な
い
。
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［
表
2
］
　
僧
侶
を
中
心
に
構
成
さ
れ
た
諸
隊

番
号

隊
　
名

活
動
時
期

宗
派

備
　
　
　
　
　
考

出
　
　
　
典

ユ

〔
小
郡
祉
憎
兵
〕
（
〔
小
郡
大
砲
隊
〕
）

文
久
元
年
頃
～

1

小
郡
並
判
内
の
社
人
・
僧
侶
一
六
〇
入
（
～
三
〇
人
と
も
）
で
組
織

馴一

頼
u
九
頁

2

〔
山
口
真
宗
僧
兵
〕

文
久
三
年
夏
一

真
宗

剣
槍
稽
古
。
元
治
元
年
六
月
頃
銃
陣
稽
古
も
許
可

門
県
史
㎞
一
八
三
頁

3

〔
清
光
寺
僧
兵
〕

文
久
三
年
七
月
～

真
宗
力

萩
の
真
宗
清
光
寺
に
結
集
。
萩
練
兵
場
で
の
銃
陣
稽
古
も
許
可
。
一
7
6
治
元
年
七
月
、
四
国
連
合
艦
隊
の
攻
撃
に
備
え
赤
間
関
出
張
を
命
じ
ら
れ
る

蟹
覧
輪
五
五
頁

4

金
剛
隊

文
久
三
年
七
月
頃
～

主
に
真
宗

銃
陣
・
砲
発
等
稽
古
。
最
大
時
七
、
八
○
人
に
及
ぶ
。
禁
門
の
変
で
戦
闘

望
覧
葡
三
二
頁

5

都
濃
郡
久
米
村
僧
兵

文
久
三
年
秋
専
一

1

剣
術
等
修
業
。
元
治
元
年
四
月
頃
智
恩
隊
の
結
成
を
願
う
も
却
下

鷲
覧
隔
六
九
頁

6

星
輝
隊

文
久
三
年
一

天
台
宗

真
光
院
（
興
隆
寺
）
の
僧
侶
・
寺
侍
・
百
姓
三
五
〇
余
人
で
構
成
。
剣
術
・
薙
刀
・
火
燈
等
稽
古
。
元
治
元
年
五
月
一
日
星
三
三
結
成
許
可

讐
覧
輪
四
九
頁

7

〔
泰
寧
寺
僧
兵
〕

文
久
三
年
一

曹
洞
宗

泰
寧
寺
の
僧
衆
を
申
心
に
結
成
。
剣
術
・
長
刀
・
砲
術
を
稽
古

門
前
大
津
裁
判
芋
蔓
鰯

8

船
木
宰
判
僧
兵

元
治
元
年
四
月
以
前
～

…

u
r
T
J
J
号
△
宍
嘱
U
μ
漏

鷺
覧
輪
八
二
頁

9

僧
練
酒

元
治
元
年
四
月
頃
～
同
年
㎝
】
月

真
宗

上
関
宰
園
内
の
真
宗
僧
侶
を
同
宗
円
龍
寺
に
招
集
し
て
編
制

饗
覧
轍
五
五
頁

10

輻
兵
隊

元
治
元
年
八
月
以
前
～

真
宗

豊
浦
郡
川
棚
村
松
谷
の
真
宗
安
楽
寺
住
職
が
総
督
。
元
治
元
年
八
月
六
日
、
四
国
連
合
艦
隊
と
の
戦
闘
に
お
い
て
再
隊
を
繰
り
出
す

豊
覧
隔
一
〇
六
頁

11

亀
峰
隊

元
治
元
年
～

菅
洞
宗

禅
昌
寺
僧
侶
の
集
団

『一

藍
藷
�
�
ﾅ

12

電
撃
隊
（
躍
撃
滅
）

元
治
二
年
二
月
頃
～
明
治
二
年
皿
二
月
四
日

真
宗

岩
国
領
の
真
宗
僧
侶
で
構
成
。
大
砲
・
銃
陣
等
稽
古
。
は
じ
め
幡
山
隊
、
慶
応
元
年
八
月
よ
り
三
勇
隊
、
翌
月
よ
り
電
撃
隊
（
電
撃
団
）
と
称
す
る

豊
国
扁
三
五
・
七
三
・
八
○
頁

13

護
国
団
（
護
国
隊
）

慶
応
元
年
九
月
一

1

大
洲
黙
然
が
藩
命
を
受
け
大
島
郡
の
僧
侶
を
糾
合
し
て
編
制
。
慶
応
二
年
六
月
周
防
大
島
に
て
幕
府
軍
と
戦
闘

『一

頼
u
三
二
頁

14

三
田
尻
僧
兵
砲
隊

慶
応
二
年
三
月
以
前
～

一

第
一
分
隊
を
確
認
で
き
る

『一

f
鑑
八
七
頁

15

吉
田
宰
判
社
僧
兵

慶
応
二
年
四
月
以
前
～

一

分
隊
あ
り

『一

嵐
ｮ
一
〇
五
頁

16

船
木
宰
判
僧
兵
砲
隊

慶
応
二
年
四
月
頃
～

一

8
番
と
の
関
係
は
不
明

『一

覧
ﾕ
八
二
頁

17

階
行
瀬
（
借
行
団
）

慶
応
二
年
五
月
二
田
（
同
年
春
頃
と
も
）
一

主
に
真
宗

奥
山
中
華
判
・
前
山
代
宰
判
を
中
心
と
す
る
僧
兵
。
真
宗
三
一
人
・
曹
洞
宗
八
人
・
臨
済
宗
三
人
・
宗
派
不
詳
二
人
物
確
認
で
き
る
。
芸
州
口
に
参
戦

『㎝

覧
ﾖ
一
〇
頁
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18

三
田
尻
宰
判
僧
兵

慶
応
二
年
五
月
以
前
～

1

14

ﾔ
と
の
関
係
は
不
明

噸一

浴
x
八
六
頁

19

美
祢
郡
僧
兵

慶
応
二
年
五
月
以
前
～

1

榊一

浴
x
九
五
頁

20

〔
東
光
寺
僧
兵
〕

慶
応
二
年
五
月
頃
一

黄
藥
宗
力

東
光
寺
に
結
集

『一

浴
x
五
五
買

21

〔
上
関
大
砲
隊
〕

慶
応
二
年
夏
以
前
～

一

一
部
を
構
成
し
た
僧
侶
＝
二
入
（
う
ち
真
宗
八
人
）
を
確
認
で
き
る

糊
上
関
本
控
』
糊
田
布
晶
弛
』
　
閲
H
　
⊥
ハ
～
四
二
〇
胃
貝

22

瑞
応
寺
～
派
僧
兵

慶
応
二
年
一
〇
月
頃
～

臨
済
宗

瑞
応
寺
は
大
照
院
の
一
時
改
称

『一

浴
x
四
七
頁

23

金
剛
隊
（
白
鞘
隊
）

慶
応
二
年
～

真
宗
力

防
長
三
〇
〇
人
の
僧
侶
を
萩
の
真
宗
清
光
寺
に
集
め
、
和
真
道
が
総
督
を
務
め
た
と
い
う

明
和
真
道
蜘
五
頁
・
略
年
譜
二
頁

※
1
　
　
糊
長
州
諸
隊
…
覧
隔
を
も
と
に
適
宜
補
訂
し
作
成
。
補
訂
は
口
書
に
示
さ
れ
た
典
拠
や
、
そ
の
他
の
自
治
体
史
、
各
宰
判
本
当
（
山
口
県
文
轡
館
「
県
庁
像
来
旧
藩
記
録
」
）
等
の
諸
文
献
を
参
照
し
て
行
っ
た
。

※
2
　
「
隊
名
」
欄
中
、
〔
〕
内
は
雛
者
が
暫
定
的
に
命
名
。

※
3
　
特
定
宗
派
で
の
結
集
に
つ
い
て
門
宗
派
陥
欄
に
注
記
。
「
一
」
は
不
詳
。

※
4
　
門
出
典
」
吊
上
、
『
一
覧
』
と
は
『
長
州
諸
隊
一
覧
撫
を
、
『
県
史
㎞
と
は
『
山
口
県
史
㎞
史
料
編
・
幕
末
維
．
新
六
を
指
す
。
『
長
州
諸
隊
一
覧
』
に
記
載
が
あ
る
隊
に
つ
い
て
は
「
出
典
」
欄
に
同
書
の
該
当

　
頁
を
注
記
し
、
詑
載
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
出
典
を
別
に
記
し
た
。
讐
覧
』
『
県
史
』
以
外
の
出
典
の
詳
細
は
以
下
の
通
り
。
7
番
競
前
大
津
裁
判
本
瓦
㎞
（
評
判
本
丸
｝
〇
七
）
所
載
子
（
元
治
元
年
）
泰

　
寧
寺
器
械
調
入
用
付
立
。
2
1
番
義
上
関
本
控
』
（
同
一
八
）
所
載
卯
（
慶
応
三
年
）
一
一
月
渡
辺
源
右
衛
門
上
申
書
、
同
所
載
卯
（
同
年
）
＝
月
三
木
十
郎
左
衛
門
・
時
政
藤
五
郎
願
書
、
田
布
施
町
史
編
纂

　
委
員
会
編
『
田
布
施
町
史
㎞
（
田
奮
施
町
、
一
九
九
〇
年
）
。
2
3
番
”
横
山
繁
雄
㎎
勤
皇
僧
和
真
道
㎞
（
大
政
翼
賛
会
山
口
縣
支
部
、
｝
九
墜
三
年
）
。

幕末期長州藩における民衆動員と真宗（上野）

　
真
宗
僧
侶
の
活
動
が
顕
著
で
あ
る
の
は
、
長
州
藩
に
お
け
る
同
宗
の
優
勢
状
況
（
例
え
ば
［
表
1
］
参
照
）
を
一
因
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
の
他
に
も
、
各
号
の
個
別
的
事
情
や
、
諸
宗
の
教
団
・
寺
院
・
僧
侶
の
立
場
・
状
況
な
ど
を
広
く
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
史
料
的

予
約
も
あ
り
、
こ
れ
ら
を
十
分
に
踏
ま
え
た
上
で
の
結
論
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
以
下
に
教
義
的
な
観
点
よ
り
若
干
の
付
言
を
試
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
例
え
ば
大
島
宰
判
地
域
で
は
浄
土
宗
、
次
い
で
真
宗
が
優
勢
と
さ
れ
る
が
、
同
地
域
の
真
宗
僧
侶
が
み
せ
た
よ
う
な
隊
結
成
の
活
発
な
運
動

を
、
浄
土
宗
僧
侶
が
中
心
と
な
っ
て
み
せ
た
事
例
は
確
認
で
き
な
い
。
真
宗
僧
侶
の
運
動
と
し
て
は
、
大
洲
鉄
然
（
久
賀
村
覚
法
寺
）
・
田
村
探

道
（
三
隣
村
徳
正
寺
）
・
三
国
管
嶺
（
小
松
村
論
叢
寺
）
・
警
部
坂
太
郎
（
伊
保
田
村
浄
専
寺
）
ら
が
他
地
域
の
僧
侶
と
も
連
帯
し
て
真
武
隊
（
後
に
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

奇
兵
隊
、
第
二
奇
兵
隊
と
改
称
）
の
結
成
に
関
与
し
た
こ
と
や
、
次
に
み
る
護
国
団
（
護
国
隊
と
も
。
［
表
2
］
1
3
番
）
の
結
成
、
或
い
は
三
国
貫
嶺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

住
す
る
妙
善
寺
内
の
英
武
場
に
お
け
る
農
兵
の
調
練
実
施
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
般
に
、
浄
土
宗
は
藩
の
支
配
に
従
属
し
つ
つ
も
出
家
僧
の
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⑨

称
名
励
修
の
生
活
を
重
視
し
て
お
り
、
か
か
る
教
義
の
世
俗
外
的
性
格
は
、
軍
治
参
加
へ
の
消
極
性
に
繋
が
り
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
護
国
団
に
入
隊
し
た
松
尾
寺
（
大
島
宰
判
三
蒲
村
、
臨
済
宗
）
綿
洲
の
著
「
大
島
郡
諸
寺
色
上
名
護
群
団
戦
争
一
件
諸
般
記
」
に
よ
れ

ば
、
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
九
月
の
同
隊
結
成
時
、
論
法
寺
に
て
、
第
二
奇
兵
隊
の
大
洲
断
然
（
後
に
同
母
住
職
）
が
諸
宗
の
憎
侶
ら
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

て
演
説
を
行
い
、
そ
の
中
で
「
於
僧
家
は
釈
尊
已
来
帯
剣
は
破
戒
の
訳
も
有
之
、
於
此
中
も
其
宗
其
宗
の
作
法
に
て
如
意
や
珠
数
に
て
敵
兵
防

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

禦
の
始
末
出
来
候
者
迄
是
非
帯
刀
に
て
防
禦
と
申
訳
に
て
も
無
勢
と
の
」
、
藩
か
ら
の
申
し
渡
し
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
基
本

　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
ン

的
に
．
「
如
意
や
珠
数
」
す
な
わ
ち
呪
術
に
よ
る
防
禦
が
で
き
ず
、
戒
律
も
持
た
な
い
真
宗
僧
侶
が
、
「
帯
刀
」
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
や
す
い
こ

と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
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第
二
節
　
隊
活
動
の
思
想
的
基
盤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
僧
兵
隊
の
結
成
に
つ
い
て
、
「
僧
侶
の
行
動
の
意
図
は
仏
教
護
持
を
目
的
と
し
た
権
力
へ
の
追
従
で
あ
っ
た
」
と
す
る
岸
康
之
の
指
摘
に
は

頷
け
る
。
し
か
し
氏
の
議
論
で
は
、
僧
侶
一
般
に
妥
当
す
る
事
柄
と
主
に
真
宗
僧
侶
に
関
わ
る
事
柄
と
が
明
確
に
は
区
別
さ
れ
て
お
ら
ず
、
真

宗
の
事
例
が
仏
教
一
般
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
宗
派
に
よ
り
異
な
る
問
題
に
も
配
慮
し
つ
つ
、
真
宗

僧
侶
の
事
例
を
中
心
に
、
諸
隊
の
活
動
を
直
接
的
に
支
え
た
思
想
構
造
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
ま
ず
、
僧
練
隊
（
［
表
2
］
9
番
）
の
「
誓
約
規
定
」
（
文
久
四
年
二
月
）
は
、
「
為
蕩
心
報
国
、
一
隊
取
建
」
て
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
奥
書

（
後
壁
）
に
は
、
「
今
般
擾
乱
御
～
決
被
鏡
野
、
誠
重
圏
格
別
之
御
大
堂
島
容
易
御
手
当
二
付
、
釈
氏
仏
徒
た
り
と
も
一
芥
御
国
民
二
候
得
ハ
、

如
何
こ
も
可
致
傍
観
御
時
勢
二
無
之
」
故
に
、
隊
を
結
成
す
る
と
の
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
僧
練
隊
の
活
動
の
一
環
を
な
す
「
仏
門
之

大
旨
宗
要
」
の
「
研
究
討
論
」
は
、
「
近
来
外
邪
異
見
之
好
難
種
々
蜂
起
之
由
、
預
其
防
禦
之
備
も
無
之
候
而
ハ
仏
門
亜
大
危
候
得
者
、
護
法

済
度
之
職
分
こ
お
る
て
心
立
摂
行
弁
之
揚
戸
而
も
兼
学
会
得
仕
置
度
」
と
い
う
動
機
よ
り
発
し
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
「
対
外
的
危
機
」
下
で
の

権
力
へ
の
追
従
と
、
教
団
護
持
の
意
志
を
読
み
取
る
の
は
容
易
で
あ
る
。
加
え
て
「
誓
約
規
定
」
に
は
、
「
皇
国
無
極
御
恩
沢
感
侃
仕
候
上
ハ
、
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如
何
ニ
モ
可
致
傍
観
勢
二
無
之
、
（
中
略
）
表
忠
誠
之
心
志
候
諸
稽
古
二
早
撮
者
、
別
而
無
罪
、
心
魂
練
胆
出
精
有
之
録
事
」
と
あ
り
、
権
力
へ

の
追
従
が
「
皇
国
」
へ
の
「
忠
誠
」
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
尤
も
、
以
上
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
真
宗
に
限
ら
ず
み
ら

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
真
宗
教
義
と
の
繋
が
り
を
問
題
と
す
る
と
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
当
宗
之
儀
ハ
真
俗
兼
宗
」
で
あ
り
、
「
義
」
を
「
真
俗
之
間
」
に

立
て
る
こ
と
が
＝
宗
之
素
意
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
が
解
答
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
真
」
と
「
俗
」
を
共
に
遵
奉
す
る
真
俗

二
軍
論
的
論
理
の
も
と
に
、
「
真
」
と
し
て
の
仏
法
（
阿
弥
陀
如
来
に
よ
る
極
楽
往
生
）
へ
の
帰
依
と
「
俗
」
と
し
て
の
「
皇
国
」
へ
の
「
忠
誠
」

が
合
一
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
大
洲
鉄
然
は
護
国
団
結
成
時
に
お
け
る
先
の
演
説
で
、
「
論
宗
真
宗
者
先
年
御
沙
汰
の
趣
も
有
之
候
て
、
凡
入
隊
彼
是
御
存
の
通
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

に
御
座
候
へ
共
、
余
響
一
統
、
当
郡
は
西
端
故
御
上
よ
り
御
手
当
も
薄
く
、
肇
不
為
防
禦
一
統
稽
古
勤
め
方
響
計
る
等
身
相
頼
候
故
、
其
思

召
に
て
稽
古
御
出
勤
可
被
下
職
（
中
略
）
当
時
於
政
府
も
所
詮
破
仏
の
兆
も
御
座
候
由
、
左
隣
へ
ば
仏
法
為
興
隆
、
且
御
国
恩
を
思
ひ
、
成
丈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

け
稽
古
御
出
勤
に
て
防
ぎ
の
手
当
専
一
と
存
候
」
と
述
べ
た
と
い
う
。
天
皇
制
国
家
へ
の
編
成
替
え
に
伴
う
「
破
仏
の
兆
」
に
も
対
処
す
べ
く
、

仏
法
興
隆
（
教
団
護
持
）
と
国
恩
報
謝
の
た
め
に
調
練
へ
出
勤
す
る
こ
と
が
勧
告
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
真
宗
僧
侶
の
隊
活
動
が
先
ん
じ
て
実
現

し
て
い
る
こ
と
も
窺
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
一
方
、
演
説
に
対
し
て
「
寺
中
事
、
多
人
数
の
諸
寺
院
山
伏
迄
出
揃
候
へ
共
、
有
誰
～
人
も
如
意
珠
数
に
て
防
方
可
申
と
の
人
無
之
、
乍
併

帯
刀
に
て
稽
古
笹
櫓
て
出
勤
い
た
し
度
者
も
少
く
、
肇
拙
僧
は
病
気
、
拙
僧
は
足
痛
、
拙
僧
は
老
衰
、
彼
是
飛
出
て
拙
僧
は
と
聾
者
振
幅
候
へ

共
、
一
統
本
人
分
無
残
と
の
事
、
無
是
非
引
請
、
其
内
本
人
平
な
る
も
五
十
有
余
よ
り
軍
役
に
も
難
立
、
其
分
は
差
除
き
伴
僧
小
僧
に
て
も
名

代
に
て
、
大
地
は
一
か
寺
に
て
も
両
三
人
も
出
勤
も
有
、
惣
様
六
十
人
余
出
勤
の
者
印
形
に
相
成
、
従
其
は
隊
名
を
護
国
団
と
名
付
、
則
十
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

日
（
慶
応
元
年
九
月
）
よ
り
於
勘
急
騰
二
日
迄
結
稽
古
、
朝
六
つ
よ
り
小
隊
相
始
め
暮
六
つ
智
見
寸
暇
、
十
日
の
下
稽
古
い
た
し
候
」
と
あ

⑭る
。
こ
の
よ
う
に
、
諸
宗
の
僧
侶
や
山
伏
に
は
調
練
忌
避
の
態
度
が
広
範
に
存
在
し
、
例
え
ば
快
念
寺
（
大
島
固
態
安
下
庄
、
浄
土
宗
）
の
僧
侶
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⑮

は
反
抗
し
て
遠
島
に
処
さ
れ
た
が
、
殆
ど
の
者
は
名
代
も
含
め
強
制
的
に
動
員
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
か
く
し
て
六
〇
人
余
よ
り
な
る
護
国

⑯団
が
結
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
翌
慶
応
二
年
に
か
け
て
岡
隊
の
調
練
は
度
々
実
施
さ
れ
、
ま
た
米
金
の
献
納
や
費
用
の
負
担
も
割
り
当
て
ら
れ
た
た
め
、
「
誠
に

乍
時
勢
穀
類
は
高
値
上
り
、
物
は
少
し
、
自
業
自
滅
哉
と
計
考
候
へ
共
、
何
事
も
為
興
隆
且
御
国
恩
と
計
に
て
皆
々
精
力
を
尽
し
出
張
い
た
し

　
　
　
　
⑰

候
」
と
あ
る
。
藩
の
命
令
を
受
け
、
教
団
護
持
や
国
恩
報
謝
の
た
め
、
葛
藤
を
孕
み
つ
つ
も
活
動
が
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
同
年
六
月
の
幕
府

軍
と
の
戦
闘
を
経
て
、
翌
年
三
月
に
も
西
蓮
寺
（
八
代
村
、
浄
土
宗
）
で
三
日
間
の
「
文
武
両
道
」
の
調
練
が
行
わ
れ
た
が
、
墨
画
に
集
ま
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

僧
侶
ら
は
「
不
平
計
に
て
格
別
の
稽
古
も
役
目
の
如
く
不
出
精
千
万
事
に
御
座
候
」
と
あ
る
。
「
戦
争
の
節
不
出
無
之
候
、
其
余
は
稽
古
等
軸
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

所
望
に
も
一
同
無
痛
由
肇
相
見
へ
候
」
と
綿
洲
が
記
す
よ
う
に
、
諸
宗
の
僧
侶
ら
は
調
練
を
忌
避
し
た
が
、
戦
争
に
直
面
す
る
中
で
動
員
に
服

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
際
、
教
団
護
持
と
国
恩
報
謝
が
、
服
従
へ
と
導
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
る
。

　
但
し
、
真
宗
僧
侶
の
場
合
に
は
、
更
に
積
極
的
な
服
従
へ
と
繋
が
る
よ
う
な
思
想
も
確
認
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
護
国
団
の
器
械
方
を
務
め
た

照
林
寺
（
大
島
宰
判
戸
田
村
、
真
宗
）
住
職
の
大
谷
幸
田
は
、
大
島
の
戦
闘
に
お
い
て
二
五
歳
で
戦
死
し
た
が
、
「
後
の
世
を
仏
に
ま
か
す
み
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
あ
れ
ば
何
か
惜
ま
む
国
の
み
た
め
に
」
と
い
う
歌
を
残
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
来
世
に
お
け
る
他
力
往
生
を
前
提
と
し
て
、
現
世
に
お
け

る
国
家
へ
の
臣
従
が
強
く
志
向
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
西
福
寺
（
前
大
津
宰
判
三
隅
村
、
真
宗
）
の
和
真
道
（
［
表
2
］
2
3
番
参
照
）
は
、
「
正
錐
痴
愚
染
衣
身
、
男
子
元
来
B
本
人
、
更
々
念
珠

何
観
念
、
遙
下
天
照
皇
大
神
」
「
防
長
太
守
唱
勤
王
、
義
士
如
雲
屯
廟
堂
、
盟
約
無
他
豊
去
秋
、
要
輝
皇
國
宝
刀
光
」
と
い
う
二
つ
の
詩
を
詠

　
⑳

ん
だ
。
「
更
二
念
珠
ヲ
採
り
テ
何
ヲ
カ
観
念
セ
ン
、
遙
五
罪
ス
天
照
葉
大
神
」
と
あ
る
よ
う
に
、
他
力
往
生
を
前
提
に
、
現
世
で
の
「
皇
国
」

へ
の
忠
誠
が
積
極
的
に
定
置
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
国
家
へ
の
臣
従
を
強
力
に
志
向
す
る
思
想
も
ま
た
、
一
方
で
実
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
来
世
で
の
極
楽
往
生
と
現
世
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
皇
国
へ
の
忠
誠
」
を
基
本
的
枠
組
と
す
る
こ
の
思
想
は
、
当
時
真
宗
僧
侶
へ
も
広
く
影
響
を
与
え
た
勤
王
思
想
を
、
二
輪
教
学
に
基
づ
く
真
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宗
信
仰
と
結
び
つ
け
な
が
ら
受
容
し
た
、
典
型
的
な
形
態
を
示
し
て
お
り
、
前
章
第
二
節
で
み
た
『
仏
法
護
国
論
』
と
同
様
の
思
想
構
造
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
月
性
の
影
響
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
真
宗
僧
侶
は
地
域
民
衆
と
も
関
係
を
有
し
、
支
配
安
定
化
・
軍
事
動
員
を
促
進
す
る
役
割
を
担
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の

点
も
含
め
、
次
章
で
は
、
幕
末
期
長
州
藩
の
地
域
民
衆
と
関
わ
る
動
向
へ
と
視
野
を
移
し
て
ゆ
き
た
い
。
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①
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
具
体
的
な
事
例
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

②
例
え
ば
、
油
谷
町
史
編
纂
委
員
会
編
欄
油
谷
町
史
隔
（
山
口
県
油
谷
町
、
一
九

　
九
〇
年
）
三
二
二
～
三
二
三
頁
。

③
『
山
口
県
史
暁
史
料
編
・
幕
末
維
新
六
（
山
口
県
編
集
・
発
行
、
二
〇
〇
～

　
年
）
別
冊
『
長
州
藩
諸
隊
藁
盈
（
同
前
）
。
嗣
害
に
は
延
べ
四
四
二
の
諸
隊
が
網

　
羅
的
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

④
表
中
、
1
・
1
5
番
の
よ
う
に
書
入
と
の
混
成
部
隊
も
あ
っ
た
。
こ
の
他
、
神
威

　
隊
（
噸
長
州
藩
諸
隊
｝
覧
無
四
四
頁
）
・
神
機
隊
（
山
代
神
威
隊
。
同
醐
五
・
九
九

　
頁
）
・
袖
口
祇
隊
（
同
四
五
頁
）
・
神
典
隊
（
同
軍
議
ハ
冨
パ
、
　
槻
認
帽
守
山
控
臨
〈
山
田
［
【
旧
軍
文

　
書
館
「
毛
利
家
文
庫
偏
六
八
－
九
五
〉
）
・
船
木
社
兵
（
『
長
州
藩
諸
隊
一
覧
島
八

　
二
頁
）
等
の
社
入
よ
り
な
る
隊
や
、
山
伏
よ
り
な
る
隊
（
同
二
八
・
九
九
頁
）
も

　
確
認
さ
れ
る
。
な
お
、
暑
中
の
諸
隊
の
個
別
的
動
向
に
つ
い
て
は
、
僧
侶
を
中
心

　
と
し
な
い
隊
へ
の
僧
侶
の
参
加
と
も
併
せ
、
別
丁
で
改
め
て
詳
述
し
た
い
。

⑤
「
宗
派
」
欄
を
不
詳
と
し
た
隊
も
、
地
域
の
宗
派
構
成
に
規
定
さ
れ
、
参
加
僧

　
侶
の
宗
派
に
偏
り
が
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑥
児
玉
識
「
周
防
大
島
の
「
か
ん
ま
ん
宗
」
（
1
1
真
宗
）
と
そ
の
系
譜
」
（
河
合
正

　
細
編
魍
瀬
戸
内
海
地
域
の
宗
教
と
文
化
臨
雄
山
閣
出
版
、
一
九
七
六
年
）
｝
四
五

　
～
｝
四
山
ハ
頁
他
。

⑦
芥
川
義
純
『
第
二
奇
兵
隊
書
記
芥
摺
義
天
』
（
芥
川
義
導
、
【
九
六
八
年
）
二

　
⊥
バ
ー
二
九
・
一
二
一
頁
。

⑧
大
島
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
周
防
大
島
町
誌
馳
（
山
口
県
大
島
町
役
場
、
一
九

　
五
九
年
）
三
五
〇
頁
、
柳
井
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
柳
井
市
史
』
通
史
編
（
柳
井

　
市
、
一
九
八
四
年
）
五
六
〇
頁
。

⑨
例
え
ば
、
西
円
寺
（
前
大
津
宰
判
大
日
土
浦
、
浄
土
宗
）
に
住
し
た
法
道
の
事

　
跡
と
し
て
、
杜
多
円
田
編
『
法
道
和
尚
行
業
記
臨
（
西
円
寺
蔵
版
、
一
八
八
一

　
年
）
に
は
、
「
此
年
（
天
保
；
一
年
〈
一
八
四
二
〉
）
は
王
政
復
古
の
時
勢
を
兆
せ

　
し
に
や
。
梢
雑
務
冗
煩
な
れ
ど
も
。
禍
を
福
に
為
す
て
ぶ
り
を
も
て
。
称
号
を
弥

　
励
修
せ
ら
れ
。
か
ば
か
り
長
き
別
行
を
。
何
障
り
な
く
成
満
し
た
ま
へ
り
」
（
上

　
巻
五
〇
丁
裏
～
五
【
丁
表
。
ふ
り
仮
名
省
略
）
と
あ
る
（
噸
大
日
比
三
師
伝
』
〈
同

　
版
、
一
九
八
八
年
、
初
国
一
九
〇
九
年
〉
所
収
『
法
道
和
尚
行
業
記
田
四
五
頁
に

　
再
掲
）
。

⑩
橘
町
郷
土
会
・
大
島
町
郷
土
研
究
会
編
『
四
境
の
役
大
島
即
戦
資
料
』
（
｝
九

　
六
八
年
頃
。
周
防
大
島
町
教
育
委
員
会
橘
教
育
支
所
所
蔵
）
所
収
「
大
島
郡
諸
寺

　
院
隊
名
護
国
里
戦
争
一
件
諸
般
記
」
＝
頁
。
本
史
料
は
、
岸
康
之
「
幕
末
防
長

　
に
お
け
る
僧
侶
の
動
向
」
（
龍
谷
大
学
仏
教
史
学
研
究
会
愉
楽
教
史
研
究
』
六
、

　
一
九
七
三
年
）
三
｝
～
三
三
頁
に
も
、
珊
四
境
の
役
大
島
口
戦
資
料
隔
よ
り
一
部

　
転
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
大
洲
小
島
に
つ
い
て
は
島
地
黙
雷
著
（
一
九
〇
二

　
年
）
・
赤
松
連
城
補
「
大
洲
鉄
然
師
伝
偏
（
二
葉
憲
香
・
福
嶋
寛
隆
編
糊
島
地
黙
雷

　
全
集
㎞
第
五
巻
、
本
願
寺
出
版
部
、
　
一
九
七
八
年
）
、
河
辺
寛
之
助
編
隅
鉄
然
上

　
人
小
伝
匝
（
山
口
響
海
門
出
版
部
、
～
九
〇
二
年
）
等
を
参
照
し
た
が
、
護
国
団

　
結
成
の
蒔
期
に
つ
い
て
は
「
大
島
郡
諸
寺
院
隊
名
護
国
団
戦
争
一
件
諸
般
記
」
に

　
依
っ
て
い
る
。
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⑪
岸
前
掲
「
幕
宋
防
長
に
お
け
る
僧
侶
の
動
向
」
二
　
頁
。

⑫
光
泉
寺
（
上
関
宰
判
麻
郷
村
、
真
宗
）
旧
蔵
文
省
。
同
右
論
文
ニ
ニ
⊥
西
頁

　
に
全
文
翻
刻
。

⑬
「
大
島
郡
諸
寺
院
型
名
護
国
団
戦
争
一
件
諸
般
記
」
（
『
四
境
の
役
大
島
口
戦
資

　
料
』
一
一
頁
）
。
引
用
中
、
「
御
沙
汰
」
や
「
入
隊
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
か
は

　
不
明
で
あ
る
。
こ
の
点
、
児
玉
前
掲
「
維
新
期
長
州
藩
真
宗
僧
の
政
治
的
動
向
鳳

　
二
九
四
頁
及
び
同
前
掲
「
周
防
大
島
の
「
か
ん
ま
ん
宗
偏
（
1
1
真
宗
）
と
そ
の
系

　
譜
」
　
～
六
三
一
一
六
四
頁
で
は
、
大
洲
鉄
然
も
関
与
し
た
元
治
元
年
（
一
八
六

　
四
）
の
真
武
隊
や
僧
艶
語
の
結
成
に
関
連
す
る
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

⑭
「
大
島
郡
諸
寺
院
隊
名
護
国
郡
戦
争
一
件
諸
般
記
」
（
取
組
頁
）
。

⑮
児
玉
前
掲
「
周
防
大
島
の
「
か
ん
ま
ん
宗
扁
（
睦
真
宗
）
と
そ
の
系
譜
」
　
六

　
五
頁
に
引
用
さ
れ
た
快
念
寺
過
去
帳
の
記
個
中
、
「
道
盛
事
練
誉
上
人
随
阿
隆
教

　
面
恥
和
尚
、
当
山
十
世
弟
子
（
中
略
）
慶
応
元
年
四
境
戦
二
当
リ
各
宗
寺
院
佳
職

　
ノ
護
国
団
ヲ
組
織
出
征
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
反
抗
し
罪
ヲ
得
テ
萩
ノ
大
島
二
流
罪
セ
ラ

　
ル
」
と
あ
る
。

⑯
こ
の
隊
名
は
月
並
魍
護
国
論
隔
に
よ
っ
て
い
る
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
る
（
『
諸

　
隊
編
製
』
〈
山
口
県
文
書
館
「
毛
利
家
文
庫
」
六
八
－
九
三
〉
、
『
諸
隊
二
関
ス
ル

　
雑
記
輪
下
〈
同
六
八
一
九
六
〉
、
朱
汽
罐
澄
『
防
長
回
天
史
』
第
五
編
下
〈
修
訂

　
再
版
、
末
松
春
彦
、
【
九
二
一
年
〉
六
三
八
頁
等
）
。

⑰
　
　
「
大
島
郡
諸
寺
二
丁
名
護
国
団
戦
争
一
件
諸
般
激
闘
（
『
四
境
の
役
大
島
口
戦
資

　
料
隔
　
一
一
一
＝
一
頁
）
。

⑱
⑲
）
同
右
（
同
二
五
頁
）
。

⑳
小
川
五
部
「
長
州
藩
に
於
け
る
庶
民
勤
皇
運
動
の
展
開
と
そ
の
思
想
的
背
景
」

　
（
小
川
五
郎
先
生
遺
文
集
刊
行
会
編
㎎
防
長
文
化
史
雑
考
－
小
罪
五
郎
先
生
造

　
文
選
集
』
同
会
、
一
九
七
〇
年
。
初
出
一
九
四
三
年
）
一
＝
ハ
頁
、
中
野
正
行

　
門
大
島
合
戦
に
於
け
る
僧
侶
の
活
動
」
（
『
山
口
県
地
方
史
研
究
㎏
一
三
、
一
九
六

　
五
年
）
五
六
頁
他
。
小
川
論
文
よ
り
引
用
。

⑳
横
山
前
掲
咽
勤
皇
僧
和
真
道
』
六
頁
、
小
川
前
掲
「
長
州
藩
に
於
け
る
庶
民
勤

　
皇
運
動
の
展
開
と
そ
の
思
想
的
背
景
」
＝
五
頁
。

⑫
　
本
文
で
挙
げ
た
以
外
に
も
、
例
え
ば
真
行
導
（
萩
城
下
河
添
、
真
宗
）
新
発
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
リ

　
の
秦
野
三
途
は
、
門
不
読
玉
書
不
講
兵
、
忠
謀
武
略
亦
難
成
、
丈
夫
悶
死
勤
王

　
事
、
澹
泊
何
翻
身
後
名
」
と
い
う
「
辞
世
之
詩
」
を
残
し
て
お
り
（
国
広
哲
也
編

　
岡
長
州
藩
第
二
奇
兵
隊
開
宴
暴
動
史
料
集
挽
光
市
立
図
書
館
、
～
九
七
七
年
、
一

　
〇
頁
）
、
ま
た
浄
専
毒
工
業
（
櫛
部
坂
太
郎
）
は
「
長
ス
ル
ニ
及
テ
勤
王
撰
夷
ノ

　
論
ヲ
翼
賛
」
し
た
と
さ
れ
、
門
廿
余
年
功
未
不
成
、
本
当
奔
走
更
無
名
、
再
生
揮

　
剣
撲
夷
秋
、
誓
仰
神
州
日
月
明
」
「
君
ノ
タ
メ
死
ス
ル
此
身
ト
定
ム
レ
ハ
イ
ツ
ヲ

　
カ
ギ
リ
ニ
ヲ
シ
イ
ザ
リ
ケ
リ
漏
と
い
う
詩
歌
を
詠
ん
で
お
り
（
同
一
一
八
頁
）
、

　
こ
う
し
た
思
想
の
存
在
を
窺
い
得
る
。
な
お
、
両
者
は
共
に
慶
応
二
年
四
月
の
第

　
二
奇
兵
隊
全
隊
事
件
（
倉
敷
襲
撃
事
件
）
に
参
加
し
処
刑
さ
れ
た
。

⑬
　
中
野
前
掲
「
大
島
合
戦
に
於
け
る
僧
侶
の
活
動
」
五
九
頁
、
岸
前
掲
「
幕
末
防

　
長
に
お
け
る
僧
侶
の
動
向
」
二
四
⊥
～
八
・
三
〇
頁
、
児
玉
葡
掲
「
維
新
期
長
州

　
藩
真
宗
僧
の
政
治
的
動
向
」
二
八
五
・
二
八
八
一
二
九
〇
・
二
九
三
頁
、
同
前
掲

　
「
月
性
と
真
宗
教
団
」
九
四
～
九
八
頁
等
を
参
照
。
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第
三
章
　
地
域
民
衆
の
動
員
状
況

第
一
節
　
「
危
機
」
下
で
の
藩
権
力
の
奉
戴

幕末期長州藩における民衆動員と真宗（上野）

　
ま
ず
本
節
で
は
、
「
危
機
」
的
状
況
に
直
面
し
た
地
域
民
衆
が
藩
権
力
を
奉
戴
し
て
ゆ
く
動
向
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
試
み
る
。
そ
の

中
で
、
真
宗
僧
侶
の
活
動
に
も
論
及
し
た
い
。

　
当
時
の
地
域
社
会
で
は
、
上
層
民
を
中
心
に
、
対
外
的
な
情
勢
に
つ
い
て
も
活
発
な
情
報
伝
達
が
な
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
前
大
津
宰
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

殿
敷
村
長
正
寺
町
の
中
野
半
左
衛
門
の
も
と
へ
は
、
既
に
天
保
一
五
年
（
一
八
四
四
）
六
月
の
段
階
で
、
「
イ
ギ
リ
ス
船
弐
拾
艘
大
筒
八
拾
挺
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

テ
積
込
ミ
日
本
江
渡
候
趣
、
傘
入
6
到
来
有
之
」
と
い
っ
た
情
報
が
齎
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
半
左
衛
門
が
受
容
し
た
情
報
を
確
認
す
る
と
、

文
久
三
年
間
一
八
六
三
）
六
月
、
「
下
之
関
二
日
宿
船
与
戦
争
」
の
際
の
「
風
説
書
」
に
は
、
「
異
船
」
が
「
バ
ツ
テ
イ
ラ
ニ
大
筒
を
積
ミ
、
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
ン

田
之
台
場
二
来
リ
、
台
場
を
打
碑
し
候
」
、
「
前
田
辺
七
八
拾
軒
焼
候
」
、
「
田
ノ
浦
江
異
人
上
り
、
長
州
よ
り
戦
を
好
学
故
戦
ひ
候
、
当
所
こ
か

　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
〉
（
マ
マ
）
③

ま
ひ
ハ
不
致
候
間
重
心
い
た
し
候
様
、
銀
器
こ
て
書
キ
、
百
姓
共
へ
あ
た
へ
候
」
等
の
事
柄
が
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
翌
月
に
は

「
薩
州
へ
異
船
き
た
り
候
画
家
三
千
軒
焼
朱
六
百
人
計
死
亡
・
異
方
こ
も
船
＝
艘
沈
船
」
と
い
う
幽
寂
し
が
届
い
て
い
緬
・
ま
た
・

「
甘
地
二
英
年
来
候
と
い
ふ
を
阿
蘭
陀
単
式
候
へ
共
聞
不
申
事
由
、
長
州
男
帯
早
目
駒
之
所
二
て
取
は
む
だ
と
蘭
人
申
候
へ
共
、
イ
キ
リ
ス
不

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

聞
と
い
ふ
評
判
と
の
事
」
、
「
交
易
破
談
二
相
女
宮
ヘ
ハ
日
本
を
立
所
ニ
ス
リ
ツ
ブ
ス
ト
（
イ
ギ
リ
ス
が
）
申
楽
由
」
、
「
ロ
ン
ド
ン
世
界
第
一
之

　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

都
立
由
」
、
「
軍
艦
八
百
艘
も
ロ
ン
ド
ン
へ
貫
キ
居
候
由
」
と
い
っ
た
情
報
を
通
じ
て
、
「
長
州
」
を
越
え
た
「
世
界
」
へ
と
視
野
が
拡
大
さ
れ
、

「
イ
キ
リ
ス
」
「
ロ
ン
ド
ン
」
等
と
の
関
係
に
お
い
て
「
日
本
」
が
、
危
機
感
を
帯
び
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
大
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

格
で
あ
っ
た
半
左
衛
門
は
、
百
姓
・
町
人
や
僧
侶
、
藩
の
役
人
ら
と
の
活
発
な
交
流
の
中
で
豊
富
な
政
治
情
報
を
受
容
・
発
信
し
た
。
～
方
、

村
落
の
中
下
層
民
の
問
で
流
通
し
た
情
報
は
、
質
・
公
共
に
比
較
的
低
下
し
た
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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⑩

　
長
州
藩
地
域
で
は
、
「
危
機
」
的
な
事
件
を
受
け
て
危
機
意
識
の
浸
透
が
み
ら
れ
た
。
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
以
降
の
コ
レ
ラ
の
流
行
に
際

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

し
て
は
、
治
療
法
教
諭
の
一
方
で
、
百
万
逓
念
仏
や
大
般
若
経
転
読
、
各
種
祈
禧
等
の
旧
来
的
な
対
処
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
下
関
で
は
、

翼
船
」
の
到
来
に
よ
り
町
中
荷
物
を
仕
舞
い
・
商
い
も
で
き
な
い
日
が
あ
っ
た
よ
う
奪
文
久
四
年
二
月
に
は
「
会
所
最
後
。
へ
桜
を
槙

去
夏
打
死
筆
者
之
墓
を
立
、
砂
持
始
リ
新
地
・
本
関
共
不
残
出
、
至
廻
章
ひ
候
由
、
奇
兵
隊
も
出
候
よ
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
滞
船
」
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

戦
闘
を
契
機
と
す
る
地
域
民
衆
と
軍
隊
と
の
連
帯
の
形
成
を
窺
い
得
る
状
況
と
な
っ
た
。
ま
た
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
六
月
八
日
に
は
、

先
大
津
宰
判
の
黄
波
戸
浦
が
砲
撃
を
受
け
、
火
災
の
中
「
浦
中
騒
然
」
と
な
り
、
他
村
で
も
「
夷
船
」
を
恐
れ
「
荷
物
」
を
ま
と
め
て
「
逃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

走
」
す
る
者
が
続
出
し
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
そ
の
後
、
事
態
は
一
転
し
、
「
機
船
」
に
対
抗
す
る
た
め
の
軍
事
面
を
は
じ
め
と
し
て
、
却
っ
て
西
洋
技
術
の
導
入
が
進
展
し
、
敵
対
者
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

幕
府
へ
と
転
換
す
る
。
こ
う
し
た
中
、
殿
様
祭
の
展
開
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
地
域
民
衆
に
よ
る
藩
権
力
の
奉
戴
は
継
続
し
た
。
す
な

わ
ち
、
禁
門
の
変
の
直
後
に
当
た
る
元
治
元
年
七
月
二
四
日
の
晩
よ
り
、
中
野
半
左
衛
門
住
す
る
長
正
寺
町
で
は
「
殿
様
御
武
運
長
久
之
御
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

と
し
て
町
内
中
江
を
立
候
」
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
正
月
、
「
徳
川
」
と
の
戦
争
（
戊
辰
戦
争
）
の
開
始
を
受
け
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

半
左
衛
門
と
彼
の
息
子
の
源
蔵
ら
は
「
殿
様
祭
之
評
義
」
を
行
い
、
「
町
内
寄
合
」
を
経
て
殿
様
祭
が
一
八
日
よ
り
三
日
間
催
さ
れ
た
。
町
内

で
は
幟
や
軒
提
灯
が
出
さ
れ
、
初
夜
に
雛
子
を
交
え
た
行
列
が
三
隊
繰
り
出
し
、
中
日
に
は
荒
神
社
へ
の
参
籠
が
行
わ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
大

庄
屋
格
の
半
左
衛
門
ら
は
殿
様
祭
の
開
催
を
主
導
し
、
地
域
民
衆
を
動
員
す
る
側
に
も
ま
わ
っ
て
い
る
。
続
い
て
近
隣
の
楢
原
や
高
根
（
共
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

豊
浦
郡
）
で
も
、
殿
様
祭
に
つ
き
「
船
之
通
り
も
の
」
が
行
わ
れ
て
盛
況
を
呈
し
、
半
左
衛
門
ら
も
酒
鮨
を
振
舞
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
同
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

四
月
に
は
西
市
（
同
郡
）
で
「
殿
様
御
祭
」
が
「
大
二
賑
ひ
」
を
み
せ
た
。
そ
の
他
の
各
地
で
も
、
「
殿
様
」
の
武
運
長
久
の
曲
行
な
ど
が
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

範
に
行
わ
れ
、
盛
り
上
が
り
を
み
せ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
地
域
民
衆
は
「
危
機
」
的
状
況
を
受
け
て
、
生
活
の
安
泰
を
保

障
す
る
存
在
と
み
な
さ
れ
た
「
殿
様
」
を
奉
戴
し
、
そ
れ
に
よ
り
藩
の
支
配
へ
の
直
接
的
・
積
極
的
な
抵
抗
は
遠
ざ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

そ
し
て
、
か
か
る
方
向
へ
と
扇
動
す
る
支
配
者
側
の
策
謀
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
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加
え
て
、
支
配
へ
の
臣
従
の
奨
励
は
、
真
宗
僧
侶
を
含
む
宗
教
者
か
ら
発
信
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
護
国
団
結
成
に
先
立
つ

元
治
二
年
三
月
、
大
洲
鉄
然
・
田
村
探
道
・
金
山
仏
乗
（
熊
毛
再
興
光
井
村
真
福
寺
）
ら
真
宗
僧
侶
、
そ
し
て
神
宮
の
潮
見
清
靹
・
藤
田
采
女
・

西
村
壁
間
佐
の
合
わ
せ
て
六
名
は
、
大
島
・
上
関
・
熊
毛
・
都
濃
の
廿
里
各
所
を
巡
回
し
て
「
教
諭
」
の
た
め
の
「
忠
孝
談
」
を
実
施
す
べ
く
、

第
二
奇
兵
隊
よ
り
派
遣
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
翌
月
に
は
「
山
代
宰
判
人
気
方
向
算
定
り
兼
候
様
二
付
」
と
い
う
こ
と
で
口
汚
判
へ
の
派
遣
も

　
　
　
⑳

決
ま
っ
た
。
か
く
し
て
彼
ら
は
、
支
配
を
安
定
化
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
た
が
、
そ
の
思
想
は
政
治
権
力
へ
の
臣
従
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、

当
該
期
の
思
想
状
況
を
把
握
す
る
上
で
も
一
つ
の
要
素
と
み
な
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

第
二
節
　
軍
事
動
員
と
真
宗

幕宋期長州藩における民衆動員と真宗（上野）

　
欧
米
勢
力
や
幕
府
と
の
対
決
を
挺
子
に
し
た
挙
藩
体
制
構
築
の
過
程
で
、
地
域
民
衆
の
軍
事
動
員
も
進
行
し
た
。
こ
こ
で
展
開
し
た
活
動
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
て
は
、
各
地
で
編
制
さ
れ
た
農
兵
な
ど
の
諸
隊
や
調
練
へ
の
参
加
、
そ
の
他
の
労
働
力
・
金
品
の
提
供
等
が
確
認
で
き
る
。
上
層
民
を
は
じ

め
と
す
る
こ
れ
ら
の
活
動
は
一
般
に
、
「
御
国
恩
」
に
報
い
る
と
い
う
論
理
形
態
を
と
っ
て
実
現
し
た
。
軍
事
動
員
に
際
し
て
は
、
先
述
の
よ

う
に
寺
院
も
基
盤
の
一
角
と
な
っ
た
。
以
下
で
は
、
地
域
民
衆
の
動
員
の
様
相
に
つ
い
て
、
真
宗
と
関
わ
る
も
の
を
中
心
に
、
幾
つ
か
の
事
例

を
取
り
上
げ
検
討
し
た
い
。

　
ま
ず
、
厚
狭
毛
利
家
萩
屋
敷
の
御
用
所
田
記
に
よ
れ
ば
、
文
久
三
年
六
月
二
五
日
の
萩
菊
ヶ
浜
へ
の
「
土
塁
築
立
」
動
員
は
、
次
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
⑳

様
子
で
あ
っ
た
（
傍
線
は
筆
者
）
。

　
　
一
、
今
日
よ
り
菊
ヶ
浜
へ
土
塁
築
立
被
仰
付
無
二
付
、
萩
浜
崎
町
中
へ
の
御
沙
汰
二
て
、
壮
年
の
男
女
は
勿
論
、
三
才
の
童
子
、
百
歳
の
老
婦
迄
、
我
を
先

　
　
に
と
二
面
、
（
要
略
）
思
ひ
一
勝
手
次
第
の
支
度
、
真
宗
の
僧
、
御
細
工
人
、
足
軽
の
男
女
、
或
は
諸
士
陪
臣
迄
加
勢
ト
し
て
罷
出
、
（
申
略
）
外
道
退

　
　
治
御
加
勢
、
又
ハ
何
町
請
場
、
或
は
真
宗
講
中
請
場
杯
書
付
た
る
昇
を
立
（
後
略
）

　
こ
の
よ
う
に
、
真
宗
僧
侶
の
動
員
と
共
に
、
日
常
的
な
講
組
織
を
基
礎
と
し
た
真
宗
門
徒
の
動
員
も
顕
著
に
実
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
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史
料
か
ら
は
真
宗
の
僧
侶
・
門
徒
間
の
繋
が
り
に
つ
い
て
直
接
窺
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
両
者
の
密
接
な
関
係
の
も
と
で
動
員
が
実
現
し
た

こ
と
を
知
り
得
る
事
例
も
あ
る
。

　
例
え
ば
、
前
述
し
た
妙
華
寺
内
の
英
武
場
に
お
け
る
農
兵
の
調
練
が
挙
げ
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
「
婦
人
」
に
よ
り
組
織
さ
れ
た
「
パ
ト
ロ
ン

隊
」
の
活
動
も
注
目
さ
れ
る
。
後
者
は
、
「
萩
ニ
テ
真
宗
信
者
ノ
婦
人
即
チ
士
族
・
町
人
ノ
妻
女
或
ハ
未
亡
人
等
、
萩
古
萩
唐
樋
町
三
千
坊

（
真
宗
）
漁
労
リ
多
数
ノ
ハ
ト
ロ
ン
ヲ
製
造
シ
、
長
門
守
（
毛
利
元
徳
、
第
一
四
代
藩
主
）
様
御
臨
覧
ニ
モ
相
成
、
御
賞
賜
ト
シ
テ
御
酒
被
下
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

事
有
之
候
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
軍
事
物
資
の
生
産
と
藩
か
ら
の
褒
賞
に
つ
い
て
は
、
三
千
坊
の
「
パ
ト
ロ
ン
隊
」
以
外
に
も
事

例
が
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
慶
応
二
年
一
二
月
九
日
に
は
、
「
当
室
以
来
、
門
徒
内
子
国
旗
外
御
時
勢
令
勘
弁
、
薬
袋
調
製
御
手
伝
仕
度

由
願
下
垂
差
羽
候
処
、
引
続
敦
も
遂
出
精
、
出
人
数
も
余
程
急
増
、
只
今
二
て
は
一
廉
之
御
用
二
相
立
候
、
就
て
は
初
発
よ
り
諸
事
心
配
遂
苦

労
桜
雲
、
上
総
（
根
来
親
糠
、
中
隊
司
令
士
）
猫
被
聞
召
届
神
妙
之
事
二
品
、
依
之
為
御
褒
美
前
書
（
「
銀
一
両
無
歩
引
」
）
之
通
被
下
之
候
条
、

要
論
無
偏
可
遂
心
遣
密
事
」
と
し
て
、
長
泉
春
（
萩
、
真
宗
）
に
「
銀
一
両
」
が
下
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
併
せ
て
「
（
苗
略
）
御
時
勢
勘
弁

候
、
当
無
以
来
薬
袋
調
製
御
手
伝
と
し
て
罷
出
、
勃
も
引
続
遂
出
精
、
ロ
ハ
今
二
て
は
～
廉
之
御
用
二
相
立
、
薬
舗
神
妙
之
段
、
委
細
上
総
殿
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

聞
召
届
候
事
」
と
の
旨
が
、
同
寺
を
介
し
て
「
調
製
手
伝
婦
人
中
」
へ
申
し
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
真
宗
門
徒
の
「
婦

人
」
ら
は
活
発
な
「
薬
袋
」
製
造
に
よ
っ
て
藩
を
支
援
し
て
お
り
、
そ
れ
に
は
真
宗
僧
侶
が
、
時
勢
を
説
い
て
統
率
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
、

深
く
関
与
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
前
掲
の
三
千
坊
で
の
「
パ
ト
ロ
ン
」
製
造
も
、
こ
れ
と
同
様
の
事
態
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
～
方
、
軍
事
動
員
の
局
面
に
あ
っ
て
、
門
徒
の
真
宗
信
仰
は
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
明
確

に
論
証
で
き
る
素
材
を
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
以
下
に
限
定
的
な
が
ら
考
察
を
行
い
た
い
。
ま
ず
、
『
小
郡
町
史
』
の
編
纂
者
で
あ
る
能
美

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

宗
皿
は
、
曽
祖
父
の
能
美
金
兵
衛
（
小
郡
雲
泥
下
郷
村
百
姓
）
の
事
跡
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
天
保
五
年
東
津
（
下
郷
村
）
の
亡
叛
以
後
、
文
久
慶
応
の
海
防
御
手
当
に
至
る
ま
で
、
数
度
の
献
金
を
な
し
て
終
に
永
名
字
帯
刀
御
免
と
な
っ
た
。
天
保
末

　
年
の
頃
、
信
光
寺
（
注
⑳
参
照
）
本
門
改
築
の
た
め
に
尽
し
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
～
子
文
吉
の
病
死
せ
る
後
は
深
く
仏
法
に
帰
依
し
た
。
そ
し
て
信
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幕末期長州薄における罠衆動員と真宗（上野）

　
光
寺
本
堂
内
陣
に
あ
る
宗
祖
（
親
鶯
）
の
絵
像
並
に
こ
れ
に
附
随
す
る
仏
旦
ハ
一
式
を
寄
附
せ
る
た
め
、
以
後
は
毎
年
光
旦
に
供
進
せ
ら
れ
た
る
浄
酒
の
小
量

　
が
、
今
に
至
る
も
慣
例
と
し
て
贈
ら
れ
て
あ
る
。
安
政
四
年
産
土
神
た
る
東
津
厳
島
神
社
境
内
に
石
像
獅
子
一
対
を
寄
進
し
た
。
金
兵
衛
は
取
引
の
為
め
、

　
常
に
諸
方
に
旅
行
す
る
こ
と
多
か
り
し
た
め
、
能
く
人
の
為
に
仏
の
教
を
説
き
、
篤
信
の
同
朋
同
行
と
し
て
僧
俗
の
間
に
知
ら
る
る
に
至
っ
た
。
文
久
三
年

　
小
郡
郷
沢
隊
の
編
制
に
関
し
て
、
弟
分
秋
本
新
蔵
と
共
に
少
な
か
ら
ず
尽
力
し
、
卒
著
し
て
養
嗣
子
金
次
郎
を
入
隊
せ
し
め
た
。
（
中
略
）
明
治
三
年
（
一

　
八
七
〇
）
二
月
八
日
の
夜
、
脱
藩
兵
の
一
部
隊
は
防
戦
上
、
東
津
と
新
丁
市
街
を
焼
重
ん
と
議
せ
る
を
知
り
、
老
魑
を
提
し
て
こ
れ
が
阻
止
を
歎
願
し
、
漸

　
く
無
事
な
る
を
得
た
と
い
い
伝
へ
ら
れ
る
。
同
十
｝
年
三
月
七
十
三
歳
を
以
て
没
し
、
遺
骨
は
信
光
寺
第
十
三
世
天
応
の
懇
請
に
よ
り
、
同
寺
境
内
に
埋
葬

　
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
右
に
よ
れ
ば
、
村
内
有
力
百
姓
で
真
宗
信
者
で
あ
っ
た
金
兵
衛
は
、
文
久
三
年
の
軍
事
動
員
に
際
し
て
積
極
的
な
協
力
を
示
し
た
よ
う
で
あ

る
。
少
な
く
と
も
、
彼
の
真
宗
信
仰
が
幕
末
期
の
軍
事
行
動
を
抑
止
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
先
述
し
た
中
野
半
左
衛
門
の
息
子
源
蔵
は
、
西
本
願
寺
前
門
主
本
如
の
「
御
命
日
」
（
一
一
一
月
＝
百
）
に
中
左
衛
門
へ
宛
て
た
手
紙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
、
「
御
法
義
歓
候
よ
し
」
を
伝
え
、
半
左
衛
門
も
在
京
申
の
文
久
三
年
四
月
五
日
に
「
御
本
山
」
西
本
願
寺
へ
参
詣
し
て
、
来
世
で
の
極
楽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

往
生
を
感
謝
す
る
旨
を
日
記
に
綴
り
、
そ
の
後
も
「
御
本
山
様
」
の
「
御
安
全
」
を
案
じ
た
。
こ
う
し
て
半
左
衛
門
や
源
蔵
は
、
能
美
金
兵
衛

と
同
様
に
真
宗
信
仰
を
「
危
機
」
下
に
お
い
て
も
保
持
し
、
～
方
で
先
述
の
よ
う
に
殿
様
祭
を
推
進
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
有
力
百
姓
の

事
例
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
古
谷
道
庵
（
注
⑮
参
照
）
の
日
記
に
「
近
年
争
乱
、
村
人
等
仏
ヲ
奉
ゼ
ズ
、
諏
チ
仏
斎
日
二
魚
ヲ
食
ス
、
僧
等
頗
ル
之
ヲ
患

⑳ウ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
戦
時
下
で
は
宗
教
的
規
制
の
弛
緩
現
象
も
み
ら
れ
た
。
同
記
事
は
真
宗
の
報
恩
講
に
関
す
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
ま

た
、
放
火
に
よ
っ
て
寺
が
「
丸
焼
」
と
な
っ
た
「
戦
争
の
地
」
大
島
宰
判
久
賀
・
阿
下
庄
二
村
に
お
い
て
は
、
真
宗
寺
院
を
含
め
て
「
盆
踊
も

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

無
之
」
場
合
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
宗
教
的
生
活
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
か
か
る
事
態
は
、
動
員
へ
と
導
く
真
宗
か
ら
、
中
下
層
を
は

じ
め
と
す
る
民
衆
が
一
時
的
で
は
あ
れ
離
脱
し
或
い
は
解
放
さ
れ
る
可
能
性
を
も
、
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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①
豊
艶
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
豊
田
町
史
偏
（
豊
田
町
役
場
、
一
九
七
九
年
）
三

　
五
〇
～
三
七
六
・
九
五
三
一
九
五
六
頁
等
を
参
照
。
な
お
、
中
野
家
の
檀
那
寺
は
、

　
豊
浦
郡
長
府
村
の
真
宗
徳
応
寺
で
あ
る
。

②
　
　
『
中
野
半
左
衛
門
日
記
抄
暁
一
（
山
口
県
文
書
館
「
両
公
書
史
料
」
七
【
四
）

　
天
保
一
五
年
六
月
二
一
日
条
。
本
史
料
は
中
野
半
左
衛
門
の
日
記
（
中
野
景
治
所

　
蔵
。
康
口
県
下
関
市
豊
田
町
）
の
抄
録
。

③
同
四
（
同
七
一
七
）
文
久
三
年
六
月
＝
百
条
。
「
バ
ツ
テ
イ
ラ
」
（
ポ
ル
ト
ガ

　
ル
語
ぴ
讐
巴
類
）
と
は
、
洋
式
船
搭
載
の
端
艇
を
指
す
。

④
　
同
右
、
同
年
七
月
【
九
日
条
。

⑤
岡
右
、
同
四
年
正
月
【
七
日
条
。

⑥
⑦
　
嗣
右
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
七
月
七
日
条
。

⑧
同
語
、
同
月
＝
日
置
。

⑨
例
え
ば
、
殿
敷
村
に
隣
接
す
る
西
市
の
長
正
寺
（
真
宗
の
庵
）
に
は
、
長
正
正

　
堅
ら
が
居
住
し
、
半
左
衛
門
と
も
し
ば
し
ば
情
報
の
授
受
を
行
っ
て
い
る
。
な
お
、

　
同
寺
に
つ
い
て
は
可
児
貴
公
編
『
山
口
縣
寺
院
沿
革
五
山
（
山
口
縣
寺
院
沿
革
史

　
刊
行
会
、
｝
九
三
三
年
）
｝
二
六
頁
を
参
照
。

⑩
こ
の
点
、
三
宅
紹
宣
「
幕
末
・
維
新
期
長
州
藩
に
お
け
る
民
衆
意
識
扁
（
『
山
口

　
県
地
方
史
研
究
臨
六
三
、
一
九
九
〇
年
）
で
も
検
討
さ
れ
て
い
る
。

⑪
豊
田
文
化
財
資
料
室
（
下
関
市
立
豊
田
図
書
館
内
）
所
蔵
「
西
山
家
文
書
犠
六

　
八
1
⑪
。
本
史
料
は
、
讐
此
節
流
行
之
暴
湾
病
」
（
コ
レ
ラ
）
の
「
療
治
か
た
」
の

　
内
門
素
入
心
得
へ
き
法
」
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
安
政
五
年
八
月
の

　
幕
府
の
触
を
伝
達
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑫
三
宅
前
掲
「
幕
末
・
維
新
期
長
州
藩
に
お
け
る
民
衆
意
識
」
四
二
～
四
三
頁
。

　
『
防
長
風
土
注
進
案
酬
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
都
濃
宰
判
末
武
中
村
で
は
「
年
二
寄

　
流
行
病
等
有
之
簾
は
地
下
中
申
合
、
於
寺
院
百
万
遍
念
仏
施
餓
鬼
等
執
行
仕
候

　
事
」
と
あ
り
（
山
口
県
文
書
館
編
『
防
長
風
土
注
進
案
隔
第
八
巻
、
山
口
県
立
山

　
口
図
書
館
、
一
九
六
四
年
、
四
～
頁
）
、
同
宰
全
史
米
村
で
も
「
流
行
病
等
御
座

　
候
節
ハ
地
下
於
鎮
守
社
二
二
藤
或
は
百
万
遍
念
仏
等
執
行
仕
候
、
牛
馬
之
病
流
行

　
之
節
も
同
様
之
儀
二
御
座
候
事
」
と
あ
る
（
岡
八
六
～
八
七
頁
）
。
こ
れ
ら
の
行

　
蔀
を
真
宗
僧
侶
が
執
行
す
る
こ
と
は
、
基
本
的
に
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑬
『
中
野
半
左
衛
門
日
記
抄
』
四
、
文
久
四
年
正
月
一
四
日
条
。

⑭
同
右
、
同
年
二
月
余
日
条
。

⑮
『
古
谷
道
庵
日
乗
臨
（
下
関
市
立
豊
浦
図
書
館
所
蔵
）
元
治
元
年
六
月
八
日
条
。

　
古
谷
道
庵
は
豊
浦
郡
宇
賀
村
本
郷
の
医
師
。

⑯
　
例
え
ば
『
中
野
半
左
衛
門
B
記
抄
㎏
七
（
山
口
県
文
書
館
「
両
公
署
史
料
」
七

　
二
〇
）
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
七
月
二
二
日
条
に
は
、
伊
藤
博
文
ら
の
「
英
国

　
行
」
、
「
イ
キ
リ
ス
」
か
ら
の
「
軍
艦
御
買
入
弐
艘
」
、
「
勧
脚
・
報
国
隊
と
も
髪
も

　
不
残
異
人
之
通
二
避
雷
候
由
」
と
い
っ
た
記
事
が
あ
る
。

⑰
三
宅
紹
宣
門
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
豪
農
贋
の
動
向
一
長
州
藩
地
域
を
申
心

　
に
し
て
」
（
薮
田
貫
編
噸
民
衆
運
動
史
三
　
社
会
と
秩
序
撫
青
木
書
店
、
二
〇
〇

　
〇
年
）
に
よ
れ
ば
、
殿
様
祭
は
、
萩
藩
纂
九
代
藩
主
毛
利
斉
房
へ
の
祭
祀
と
し
て

　
文
化
年
間
に
成
立
し
た
（
二
五
九
頁
）
。
明
防
長
風
土
注
進
案
輪
で
も
、
藩
主
の
武

　
運
長
久
を
祈
念
す
る
年
中
行
事
で
あ
る
「
殿
様
祭
」
や
「
国
恩
祭
」
の
実
施
が
、

　
三
田
尻
宰
判
・
上
関
宰
判
・
小
郡
宰
判
を
は
じ
め
と
す
る
各
地
で
確
認
で
き
る
。

⑱
『
善
心
半
左
衛
門
日
記
抄
駈
四
、
元
治
元
年
七
月
二
四
箇
条
。

⑲
同
属
、
慶
応
四
年
正
月
一
六
・
一
八
二
九
日
条
。

⑳
同
坐
、
同
月
二
四
日
条
。

⑳
同
右
、
同
年
四
月
九
二
〇
日
条
。

⑫
　
例
え
ば
、
『
徳
地
宰
判
本
控
』
（
山
口
県
文
書
館
「
県
庁
伝
来
旧
藩
記
録
偏
宰
判

　
本
控
三
六
）
所
載
慶
応
四
年
二
月
宇
多
田
小
次
郎
・
阿
部
藤
七
願
書
、
『
山
口
宰

　
判
本
控
㎏
（
同
六
一
）
所
載
（
慶
応
三
年
）
一
二
月
井
上
五
郎
三
郎
願
書
、
『
前
大

　
津
裁
判
本
控
輪
（
同
一
〇
八
）
所
載
辰
（
慶
応
四
年
目
正
月
前
大
津
御
代
宮
所
上

　
申
書
、
小
郡
町
史
編
集
委
員
会
編
『
小
郡
町
史
史
料
　
林
勇
蔵
日
記
輪
（
山
口
県

　
小
郡
町
、
二
〇
〇
三
年
）
二
二
・
五
一
頁
等
。
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幕末期長州藩における民衆動員と真宗（上野）

⑬
　
井
上
前
掲
「
寒
冒
・
討
幕
派
の
民
衆
支
配
思
想
の
特
質
」
、
三
宅
前
掲
『
幕

　
宋
・
維
新
期
長
州
藩
の
政
治
構
造
』
等
。

⑳
　
　
『
山
口
県
史
眠
中
【
料
編
…
・
曲
補
導
維
新
山
ハ
、
　
一
二
八
閥
一
一
一
二
八
五
・
四
〇
五
～
四
〇

　
六
頁
。
前
掲
噸
第
二
奇
兵
隊
書
記
芥
川
義
天
臨
写
〇
頁
に
も
関
連
記
事
あ
り
。
前

　
掲
「
大
洲
鉄
輪
師
伝
」
に
は
、
「
藩
命
を
奉
じ
、
長
門
二
州
を
巡
化
し
、
大
義
を

　
奨
励
し
士
気
を
作
興
す
。
世
称
し
て
忠
孝
談
と
日
ふ
。
藩
候
嘉
賞
す
。
」
と
あ
る

　
（
三
五
〇
頁
）
。
こ
の
時
の
も
の
か
定
か
で
な
い
が
、
大
島
宰
判
小
松
村
の
妙
善

　
寺
（
真
宗
）
で
も
「
忠
孝
談
」
が
実
施
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
（
前
掲
隅
周
防
大
島

　
町
誌
睡
三
二
九
頁
他
）
。
一
方
、
小
郡
宰
判
下
郷
村
の
信
光
寺
（
同
宗
）
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
慶
応
二
年
四
月
九
日
に
「
忠
節
之
法
段
」
が
、
翌
日
に
は
門
忠
孝
談
」
が
実
施

　
さ
れ
、
ま
た
同
村
の
正
福
寺
（
曹
洞
宗
）
で
は
、
同
年
八
月
二
三
日
に
「
国
恩
講

　
談
」
が
実
施
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
『
小
郡
町
史
史
料
　
林
勇
蔵
日
記
輪
一
一
五
七
・

　
二
八
八
頁
）
。
な
お
、
大
元
玄
一
『
勤
皇
僧
大
洲
掃
墨
』
（
由
口
縣
大
島
郡
久
賀
町

　
翼
賛
壮
年
団
、
　
一
九
四
四
年
）
に
よ
れ
ば
、
大
洲
鉄
然
は
明
治
四
年
（
㎝
八
七

　
一
）
に
も
門
忠
孝
談
」
を
申
し
付
け
ら
れ
た
と
い
う
（
八
頁
）
。

⑯
　
畿
内
各
宰
判
の
本
星
（
代
官
所
の
記
録
）
や
「
勤
功
」
書
類
（
論
功
行
賞
の
記

　
録
）
に
は
、
庄
歴
・
年
寄
・
畔
頭
・
平
百
姓
に
よ
る
軍
事
活
動
へ
の
様
々
な
関
与

　
が
記
さ
れ
て
い
る
（
山
口
県
文
書
館
「
県
庁
伝
来
旧
藩
記
録
」
）
。

⑳
　
　
『
厚
狭
毛
利
史
料
第
六
集
　
厚
狭
毛
利
家
文
書
　
御
用
所
日
記
（
文
久
三
年
皿

　
月
一
七
ロ
月
）
輪
（
山
陽
町
立
厚
狭
図
書
館
、
一
九
九
一
年
）
　
一
四
⊥
ハ
頁
。

お
　
わ
　
り
　
に

⑳
　
　
『
金
剛
隊
戦
死
者
聞
合
事
』
（
山
口
県
文
轡
館
「
毛
利
家
文
庫
」
六
四
－
三
四
）
。

　
本
史
料
中
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
児
玉
前
掲
「
維
新
期
長
州
藩
真
宗
僧
の
政
治
的

　
動
向
」
二
八
八
一
二
八
九
頁
や
同
前
掲
「
月
性
と
真
宗
教
団
」
九
四
頁
に
お
い
て

　
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
以
外
に
も
、
村
嗣
清
風
記
念
館
所
蔵
「
村
田
清

　
風
関
係
文
書
」
ご
一
四
五
番
や
、
前
掲
の
糊
諸
隊
編
製
輪
、
『
諸
隊
二
関
ス
ル
雑

　
記
臨
下
、
末
松
『
防
長
國
天
面
輪
第
五
編
下
六
四
〇
一
六
四
一
品
等
に
同
様
の
記

　
事
が
あ
る
。
な
お
「
パ
ト
ロ
ン
」
（
オ
ラ
ン
ダ
語
℃
鉾
δ
o
ロ
）
と
は
、
火
薬
を
こ

　
め
た
紙
製
の
小
さ
な
筒
で
あ
り
、
小
銃
に
こ
め
て
弾
丸
を
発
射
さ
せ
る
の
に
用
い

　
た
Q

⑱
　
　
『
由
田
口
県
史
抽
史
料
編
…
・
幕
末
維
新
山
鳴
、
　
山
ハ
五
〇
～
∴
ハ
五
一
百
ハ
。

⑳
能
美
宗
一
編
噸
小
郡
町
史
輪
（
山
口
縣
吉
敷
郡
小
郡
町
役
場
、
｝
九
三
三
年
）

　
七
九
二
～
七
九
三
頁
。

⑳
　
　
『
中
野
半
左
衛
門
日
記
抄
』
闘
、
文
久
三
年
正
月
七
臼
条
。

⑳
　
同
右
、
同
年
四
月
五
日
条
。

⑫
　
問
右
、
同
年
八
月
二
八
日
・
同
年
九
月
五
日
条
。

⑳
　
　
『
古
谷
道
俺
日
乗
臨
慶
応
二
年
＝
月
二
三
日
栄
。
但
し
、
原
文
（
漢
文
）
を

　
読
み
下
し
文
に
改
め
た
。

⑭
　
前
掲
「
大
島
郡
諸
寺
院
隊
名
護
国
事
戦
争
一
件
諸
般
記
扁
（
『
四
境
の
役
大
島
目

　
戦
資
料
睡
二
四
一
二
五
頁
）
。

　
こ
こ
ま
で
、
幕
末
期
長
州
藩
に
お
け
る
民
衆
動
員
と
真
宗
と
の
関
係
を
中
心
に
、
検
討
を
進
め
て
き
た
。
村
田
清
風
の
海
防
論
に
示
さ
れ
る

よ
う
に
、
欧
米
勢
力
の
来
航
と
い
う
「
対
外
的
危
機
」
に
対
処
す
る
上
で
、
民
衆
の
離
反
を
阻
止
し
て
服
従
さ
せ
る
こ
と
が
、
政
治
指
導
層
に

と
っ
て
重
要
な
課
題
と
し
て
浮
上
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
や
排
仏
論
な
ど
へ
の
対
抗
の
必
要
も
あ
っ
て
利
害
を
共
有
し
た
真
宗
僧
侶
側
は
、
『
仏
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法
護
国
論
』
に
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
蓮
如
教
学
の
有
効
性
を
重
視
し
つ
つ
、
国
家
へ
の
服
従
を
通
じ
た
海
防
へ
と
門
徒
を
扇
動
し
て
い
っ
た
。

藩
内
で
は
、
文
久
年
間
以
降
に
諸
隊
の
編
棚
が
進
展
し
、
僧
侶
を
中
心
と
す
る
隊
も
結
成
さ
れ
た
が
、
中
で
も
真
宗
僧
侶
の
隊
活
動
は
顕
著
で

あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
月
性
門
下
の
僧
侶
も
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
、
『
仏
法
護
国
論
』
と
岡
様
の
蓮
如
教
学
的
な
思
想
構
造
が
確
認
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
堂
衆
の
軍
事
動
員
も
進
行
し
、
一
方
で
藩
主
を
奉
戴
す
る
「
殿
様
祭
」
が
盛
り
上
が
り
を
み
せ
る
。
こ
う
し
た
中
、
真
宗
憎
侶
に
よ

る
支
配
安
定
化
・
軍
事
動
員
の
た
め
の
活
動
も
展
開
し
、
真
宗
は
藩
に
よ
る
民
衆
動
員
を
促
進
す
る
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

　
同
時
期
の
西
本
願
寺
で
は
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
二
月
の
第
二
〇
世
法
主
広
如
に
よ
る
「
勤
王
の
直
諭
」
を
～
つ
の
画
期
と
し
て
勤
王

の
立
場
が
明
確
化
さ
れ
、
朝
廷
や
維
新
政
権
に
多
額
の
献
金
を
行
う
と
共
に
、
戦
争
に
際
し
て
は
諸
国
へ
の
「
教
導
」
や
鎮
撫
工
作
が
展
開
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

れ
た
。
ま
た
、
蓮
如
教
学
を
基
礎
と
し
て
、
現
世
で
の
「
皇
国
」
へ
の
忠
誠
と
、
来
世
で
の
極
楽
往
生
を
説
く
真
俗
二
軸
論
が
興
隆
し
、
教
学

　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
中
枢
を
占
め
て
ゆ
く
。

　
本
論
で
取
り
上
げ
た
長
州
藩
に
お
け
る
真
宗
僧
侶
の
主
要
な
動
向
は
、
こ
う
し
た
西
本
願
寺
の
動
向
と
も
連
動
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
尤
も
、

そ
の
具
体
的
な
関
係
に
つ
い
て
は
、
更
な
る
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
一
方
、
真
宗
門
徒
を
含
む
藩
内
民
衆
の
大
部
分
に
と
っ
て
、
統
治
主
体
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

藩
主
で
あ
っ
た
が
、
「
殿
様
祭
」
か
ら
「
天
皇
祭
」
へ
の
転
換
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
明
治
以
後
、
天
皇
へ
と
入
れ
替
わ
っ
て
ゆ
く
。
こ
う

し
て
西
本
願
寺
教
団
は
、
「
皇
国
」
の
推
進
す
る
「
富
国
強
兵
」
へ
と
「
臣
民
」
を
動
員
す
る
巨
大
な
装
置
の
一
つ
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
こ

の
装
置
を
｝
媒
介
と
し
て
錬
成
さ
れ
た
、
国
家
に
従
順
な
人
間
類
型
は
、
日
本
の
近
代
化
を
支
え
、
そ
の
性
格
を
規
定
し
た
重
要
な
要
素
と
し

て
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
稿
は
、
主
に
真
宗
の
僧
侶
・
門
徒
に
着
目
し
て
検
討
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
宗
教
者
・
民
衆
に
つ
い
て
全
体
的
な
結
論
を
示
し
得
る
も

の
で
は
無
論
な
い
。
と
は
い
え
、
幕
末
期
の
長
州
藩
に
お
い
て
真
宗
は
、
民
衆
動
員
を
と
り
わ
け
強
力
に
支
え
た
宗
教
で
あ
り
、
こ
れ
を
検
討

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

す
る
こ
と
で
、
廃
仏
殿
釈
・
神
道
国
教
化
へ
の
対
抗
と
い
う
政
治
権
力
と
の
対
立
面
が
強
調
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
従
来
の
真
宗
論
や
、
仏
教
を

欠
落
さ
せ
た
「
民
衆
宗
教
」
史
研
究
な
ど
と
は
異
な
る
か
た
ち
で
、
近
代
移
行
期
に
お
け
る
政
治
権
力
・
民
衆
・
宗
教
の
相
互
関
係
の
、
一
つ
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幕末期長州藩における民衆動員と真宗（上野）

の
在
り
方
を
提
示
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
自
身
も
政
治
権
力
の
支
配
下
に
あ
る
宗
教
者
が
、
＝
疋
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

基
盤
に
立
脚
し
つ
つ
、
畏
衆
を
支
配
へ
の
服
従
や
軍
事
動
員
へ
と
導
く
と
い
う
構
造
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
検
討
し
な

か
っ
た
も
の
の
、
宗
教
者
が
戦
死
者
へ
の
対
応
を
担
っ
た
こ
と
も
、
動
員
体
制
の
一
部
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
か
か
る
歴
史

的
現
実
は
、
日
本
の
近
代
化
に
つ
い
て
、
民
衆
や
宗
教
者
も
視
野
に
入
れ
、
な
お
か
つ
思
想
面
に
も
配
慮
し
て
考
察
す
る
上
で
、
踏
ま
え
る
べ

き
素
材
と
な
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
真
宗
僧
侶
以
外
の
宗
教
者
も
含
め
た
軍
事
的
動
向
の
実
態
追
究
と
、
教
団
・
地
域
社
会
に
お
け
る
位
置
づ
け

の
更
な
る
明
確
化
な
ど
が
、
当
面
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

①
同
論
の
展
開
過
程
に
関
し
て
は
、
柏
原
霊
泉
「
真
宗
に
お
け
る
近
代
的
思
惟
の

　
形
成
一
真
甲
州
討
論
を
申
心
に
」
（
同
姓
近
世
庶
民
仏
教
の
研
究
』
法
蔵
館
、

　
｝
九
七
一
年
。
初
出
一
九
六
七
年
）
、
信
楽
峻
麿
門
真
宗
に
お
け
る
真
俗
二
諦
論

　
の
研
究
（
そ
の
一
）
扁
（
槻
龍
谷
大
学
論
集
』
四
一
八
、
一
九
八
～
年
）
、
同
門
真
宗

　
に
お
け
る
真
俗
二
詰
論
の
研
究
（
そ
の
二
ご
（
囎
磁
器
学
瞼
六
五
、
へ
九
八
二
年
）
、

　
福
間
光
超
「
真
宗
に
お
け
る
「
真
俗
二
諦
」
の
形
成
」
（
同
前
掲
『
真
宗
史
の
研

　
究
』
。
初
出
一
九
八
六
年
）
、
平
田
厚
憲
「
近
世
本
願
寺
教
団
に
お
け
る
「
真
俗
二

　
諦
」
思
想
の
形
成
－
真
宗
僧
侶
の
「
在
家
二
ひ
と
し
き
風
儀
」
（
肉
食
妻
帯
風

　
儀
）
を
手
が
か
り
に
偏
（
同
『
真
宗
思
想
史
に
お
け
る
「
真
俗
二
諦
」
論
の
展

　
開
』
龍
谷
学
会
、
一
一
〇
〇
一
年
）
等
の
論
考
が
あ
る
。

②
こ
う
し
た
西
本
願
寺
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
『
本
願
寺
史
幽
第
二
巻
九
〇
一
九

　
六
・
七
一
一
丁
七
一
三
頁
、
同
第
三
巻
七
～
二
七
二
等
を
参
照
。

③
三
宅
前
掲
『
幕
末
・
維
新
期
長
州
藩
の
政
治
構
造
飴
三
四
〇
⊥
二
四
一
頁
、
同

　
「
コ
メ
ン
ト
幕
末
維
新
期
長
州
藩
宗
教
政
策
と
民
衆
の
動
向
」
（
『
日
本
史
研

　
究
』
四
ゐ
ハ
㎜
H
、
　
二
〇
〇
　
年
）
　
一
五
一
百
ハ
。

④
安
丸
良
夫
『
神
々
の
明
治
維
工
臨
（
岩
波
新
書
、
一
九
七
九
年
）
、
三
上
一
夫

　
『
明
治
初
年
真
宗
門
徒
大
決
起
の
研
究
一
越
前
護
法
大
一
揆
分
析
眠
（
思
文
閤

　
出
版
、
一
九
八
七
年
）
、
奈
倉
哲
｝
二
「
廃
仏
殿
釈
と
真
宗
門
徒
－
弥
彦
山
阿
弥

　
陀
如
来
像
守
護
運
動
」
（
同
『
真
宗
信
仰
の
思
想
史
的
研
究
－
越
後
蒲
原
門
徒

　
の
行
動
と
足
跡
臨
校
倉
書
房
、
㎝
九
九
〇
年
）
等
。

〔
付
記
〕

　
本
稿
は
、
二
〇
〇
七
年
一
月
に
京
都
大
学
へ
提
出
し
た
修
士
論
文
の
一
部
と
、
同
年

三
月
に
日
本
史
研
究
会
近
世
史
部
会
で
行
っ
た
報
告
を
も
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

史
料
調
査
に
際
し
て
特
に
お
世
話
に
な
っ
た
児
玉
識
氏
、
田
中
俊
郎
氏
、
村
田
清
風
記

念
館
、
そ
し
て
数
々
の
ご
意
見
を
頂
戴
し
た
皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
本

稿
は
日
本
学
術
振
興
会
の
平
成
　
九
～
一
コ
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員

奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
｝
部
で
あ
る
。

（
花
園
大
学
非
常
勤
講
師
）
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A　General　Peace　Prevailed，　but　No　Order　for　a　General　Peace

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　was　ever　lssued．

by

FuJII　Joji

　　In　examining　theory　of　the　S6bujirei　（Oyder　for　a　Genera1　Peace），　which　was

first　proposed　by　Fujiki　Hisashi　in　1978，　1　focus　on　its　character　as　an　order　（ret）

and　then　consider　the　validity　of　the　theory．　1　begin　by　yeviewing　Fujitd’s　eriginal

theory　of　the　Sdbujirei　and　later　studies　based　on　the　theory．　Then，　in　regard　to

the　letter　of　Hideyoshi，　in　which　Fujilti　first　discovered　the　term　“S6bujirei，”　1　in－

terpret　the　meaning　of　the　term　soMbul’i　（general　peace）　and　its　context　within　the

wording　of　the　letter　and　also　examine　the　signlficance　of　the　letter　as　a　yeply．　I

point　out　that　Fujild’s　situating　it　as　“an　order　for　a　great　ceasefire　that　was　issued

to　affect　broadly　Kant6　and　the　Ou　regioR　and　aimed　at　bringing　about　nationai

unity”　cannot　be　sustained．　Furthermore，　1　concretely　analyze　examples　of

Hideyoshi’s血volvemen宅面other　instances　of　sδδゆ，　and　conf㎞that　aH　were附田

dividual　cases　for　a　limited　time　and　that　the　existence　of　a　long－term，　wide－

rangir｝g　“order”　as　supposed　by　Fujild　cannot　be　discerned．　Finally，　1　point　out　ex－

amples　of　events　that　do　not　conform　to　Fujilri’s　theory　of　the　S6buji　ei，　casting

doubt　on　the　existence　of　a　wide－ranging　and　1ong－term　order．　I　conclude　on血e

basis　ofthis　examination　that　Fujilti’s　theory　of　the　Sdbujirei　is　invalid．

The　Mobilization　of　the　People　of　Ch6shti　Domain　and　True　Pure　Land

　　　　　　Buddhism　during　the　Last　Stage　of　the　Tokugawa　Bakufu

by

UENo　Daisuke

　　This　study　examines　the　roie　of　True　Pure　Land　Buddhism　U6do　ShinshU），　both

in　terrns　of　its　organization　and　doctrine，　in　the　mobdization　of　the　people　of　the

Ch6sha　domain　in　the　last　stage　of　the　Tokugawa　Bal〈ufu．　By　the　term　“the　peo－

ple”　1　refer　here　to　the　subordinate　classes，　peasants　（farming，　fishing　and　moun一
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tain　viliagers）　and　townspeople　（merchants　and　artisans），　excluding　the　ruling

samurai　class．

　　When　faced　with　the　need　for　coastal　defense　against　the　coming　of　the　Europe

and　America　powers，　Murata　Seifu　（1783－1855），　one　of　the　potitical　leaders　of

Ch6sha，　stressed　having　the　people　die　willingly　for　the　”lmperial　country”　and

tried　to　use　J6do　ShinshU　to　that　end．　He　focused　on　the　influence　of　J6do　Shinshtt

on　the　peopie．　On　the　other　hand，　the　BuPPo一　goleoku　ron　（Theory　of　Defense　of

the　nation　by　Buddhism），　which　was　based　on　the　works　of　the　Jddo　ShinshU

p控est　Gessh6（1817－58），　emphasized　the　eff6c毛iveness　of　doct血e　of　the　Rennyo

（1415－99）　and　encouraged　adherents　to　mobilize　for　coastal　defense．

After　the　Bunl｛ya　era　（1861－64），　the　formation　of　various　army　cor　ps　progres－

sed　within　the　domain，　and　the　corps　that　centered　on　priests　were　also　formed．

The　activity　of　」6do　ShinshU　priests　was　prominent，　and　the　disciples　of　Gessh6

played　a　leading　role．　Here，　the　ideas　that　formed　the　structure　of　Rennyo’s　doc－

trine　of　rebirth　in　the　Pure　Land　in　the　next　world　and　loyalty　to　”lmperial　coun－

try”　in　tbis　world　served　as　one　basis　for　their　activities．

　　Moreover，　the　activities　of　J6do　Shinshit　priests　in　the　stabbization　of　rule　and

military　mobilization　increased　as　the　mobdization　of　the　people　progressed　during

the　war　between　the　Western　powers　and　the　Shogunate．　Thus，　J6do　Shinshtt

played　a　role　in　domain’s　mobbization　of　the　people．

　　This　historical　reality　appears　to　demonstrate　an　example　of　the　interrelation－

ships　between　poHtical　power，　the　people，　and　re虹gion　du血g　the　transi雛onal

period　to　the　modern　era．　ln　short，　one　discerns　here　a　structure　in　which　・re－

ligionists　who　were　themselves　under　the　control　of　political　authortty　led　the　peo－

ple　to　submit　to　that　rule　and　to　mititayy　mobikzation　based　on　a　constant，　ideolo－

gical　standpoint．　1　tbink　this　study　is　li1〈ely　to　become　a　source　on　which　a　broader

consideration　of　Japan’s　modernization　wiil　be　based．

A　Hlstoriographical　Study　of　the　Xu7’i　of　the　Weishbl

by

YOSHIMoTO　Michimasa

　　One　of　the　written　sources　on　the　history　of　the　Xianbei　trtbe　before　the　3rd

century　is　a　group　of　narratives　of　the　founCling　of　the　Xianbej－related　states　that

were　produced　during　the　Sixteen　Kingdoms　era．　Among　these，　the　Xwfi　of　the
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